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平 成 25 年 ３ 月 2 9 日 

都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 
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社 会 ・ 援 護 局 長 
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（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」の一部改正について 

  

 社会福祉法人に対する指導監査等については、｢社会福祉法人指導監査要綱の

制定について｣（平成 13 年 7 月 23 日雇児発第 487 号、社援発第 1274 号、老発

第 273 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名

通知）により定められておりますが、今般、当通知を別添のとおり改正し、平

成 25年 4月 1 日から適用することといたしましたので、ご了知の上、適切な法

人指導監査等に当たっていただくとともに、都道府県におかれましては、貴管

内の移譲される市（特別区を含む。以下同じ。）に対して周知いただきますよ

うお願いいたします。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の９第１項

及び第３項の規定に基づく都道府県及び市が法定受託事務を処理するに当たり、

よるべき基準として発出するものであることを併せて通知します。 
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社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
通
知
）

 

 

社
会
福
祉
事
業
の
実
施
を
目
的
に
設
立
さ
れ
る
社
会
福
祉
法
人
（
以
下
「
法
人
と
い
う
。
）
の
指
導
監
査

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
社
会
福
祉
法
人
監
査
指
導
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
」
（
昭
和
５
４
年
５
月
１
６

日
社
庶
第
５
７
号
厚
生
省
社
会
局
長
、
児
童
家
庭
局
長
連
名
通
知
。
以
下
「
旧
要
綱
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
今
般
、
「
社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
」
（
平
成
１
２
年
法
律
第
１
１
１
号
）
の
公
布
・
施
行
、
「
社
会
福
祉
法
人
の
認

可
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
２
年
１
２
月
１
日
障
第
８
９
０
号
・
社
援
第
２
６
１
８
号
・
老
発
第
７
９
４
号
・

児
発
第
９
０
８
号
厚
生
省
大
臣
官
房
障
害
保
健
福
祉
部
長
、
社
会
・
援
護
局
長
、
老
人
保
健
福
祉
局
長
、
児

童
家
庭
局
長
連
名
通
知
）
等
関
係
通
知
の
改
正
等
を
踏
ま
え
、
法
人
の
指
導
監
査
の
指
針
と
し
て
別
添
の
と

お
り
社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
を
制
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
法
人
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
観
点

か
ら
本
要
綱
に
基
づ
き
適
切
に
指
導
監
査
を
行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

                         
 

 
な
お
、
指
導
監
査
を
行
う
に
際
し
て
は
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下
記
の
事
項
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つ
い
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御
留
意
い
た
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よ
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せ
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い

い
た
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ま
す
。
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。
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２
年
法
律
第
１
１
１
号
）
の
公
布
・
施
行
、
「
社
会
福
祉
法
人
の
認

可
に
つ
い
て
」
（
平
成
１
２
年
１
２
月
１
日
障
第
８
９
０
号
・
社
援
第
２
６
１
８
号
・
老
発
第
７
９
４
号
・

児
発
第
９
０
８
号
厚
生
省
大
臣
官
房
障
害
保
健
福
祉
部
長
、
社
会
・
援
護
局
長
、
老
人
保
健
福
祉
局
長
、
児

童
家
庭
局
長
連
名
通
知
）
等
関
係
通
知
の
改
正
等
を
踏
ま
え
、
法
人
の
指
導
監
査
の
指
針
と
し
て
別
添
の
と

お
り
社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
を
制
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
法
人
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
観
点

か
ら
本
要
綱
に
基
づ
き
適
切
に
指
導
監
査
を
行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

    
   

   
    

   
   

    
  

 
な
お
、
指
導
監
査
を
行
う
に
際
し
て
は
、
下
記
の
事
項
に
つ
い
て
御
留
意
い
た
だ
く
よ
う
併
せ
て
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

             
   

    
   

   
    

   
 
 

 
ま
た
、
本
通
知
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
５
条
の
９
第
１
項
及
び
第
３

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 
別添 



2
 

 

新
 

旧
 

項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
及
び
市
（
特
別
区
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
法
定
受
託
事
務
を
処
理
す
る
に

当
た
り
よ
る
べ
き
基
準
と
し
て
発
出
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
通
知
の
施
行
に
伴
い
、
旧
要
綱
は
廃
止
す
る

旨
を
併
せ
て
申
し
添
え
ま
す
。
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す
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監
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社
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６
年
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４
５
号
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以
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」
と
い
う
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６
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定
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づ
き
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法
令
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よ
る
法
人
運
営
、
事
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営
に
つ
い
て
の

 
指

導
監
査
事
項
に
つ
い
て
指
導
監
査
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
適
正
な
法
人
運
営
と
円
滑
な
社
会
福
祉

 
事

業
の
経
営
の
確
保
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

    
   

   
   

   
   

  
 
  

               
 

   
    

   
    

   
   

  
   

   
   

   
    

    
   

   
   

   
   

  
 
  

            
 

２
 
指
導
監
査
の
実
施
等

 

(１
)
 
指
導
監
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
指
導
監
査
の
方
針
、
実
施
時
期
及
び
具
体
的
方
法
等
に
つ
い

 
 

て
指
導
監
査
の
実
施
計
画
を
策
定
し
た
上
で
、
別
添
の
「
社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
」
に
基
づ

 
 

き
、
効
果
的
な
指
導
監
査
の
実
施
に
努
め
ら
れ
た
い
。

   
   

   
  

 
  

 
                   

 

 
 

 
 
な
お
、
実
施
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
行
政
運
営
の
方
針
、
前
回
の
指
導
監
査
の
結
果

 
 

等
を
勘
案
し
て
そ
の
効
果
的
実
施
に
つ
い
て
十
分
留
意
す
る
こ
と
。

 
  

   
                  

 

(２
)
 
法
人
運
営
と
施
設
又
は
事
業
（
以
下
「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
運
営
は
相
互
に
密
接
な
関
係
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
人
の
指
導
監
査
は
、
施
設
等
の
指
導
監
査
に
お
け
る
指
摘
事
項
を
把

握
し
た
上
で
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
特
に
、
指
定
都
市
又
は
中
核
市
に
お
い
て
も
施
設
等

を
経
営
し
て
い
る
道
府
県
所
管
法
人
に
対
す
る
指
導
監
査
に
当
た
っ
て
は
、
施
設
等
の
指
導
監
査
を
担

当
す
る
指
定
都
市
・
中
核
市
と
法
人
の
指
導
を
担
当
す
る
道
府
県
が
十
分
連
携
を
取
り
な
が
ら
指
導
監

査
を
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
ま
た
、
市
が
法
人
に
対
す
る
指
導
監
査
を
行
う
場
合
も
、
施

設
等
の
指
導
監
査
を
担
当
す
る
都
道
府
県
と
十
分
連
携
を
取
り
な
が
ら
指
導
監
査
を
実
施
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
こ
と
。

 
 

(
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)
 
指
導
監
査
は
、
一
般
監
査
と
特
別
監
査
と
す
る
。
一
般
監
査
に
つ
い
て
は
、
実
地
に
お
い
て
行
う

 
 

も
の
と
し
、
以
下
の
い
ず
れ
も
満
た
す
法
人
に
つ
い
て
は
、
一
般
監
査
を
２
年
に
１
回
と
す
る
こ
と
。
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運
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に
つ
い
て
法
及
び
関
係
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通
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（
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に
係
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も
の
に
限
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）
に
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し
、
特
に
大
き
な
問
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が
認
め
ら
れ
な
い
。
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人
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営
す
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事
業
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施
設
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営
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酬

 
 

 

の
請
求
等
に
特
に
大
き
な
問
題
が
認
め
ら
れ
な
い
。
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な
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を
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に
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の
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ら
、
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導
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査
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施
設
等
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監
査
に
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把

握
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実
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す
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と
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、
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又
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市
に
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等
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に
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す
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に
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を
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回
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。
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当
該
法
人
が
経
営
す
る
施
設
な
ど
社
会
福
祉
事
業
等
に
つ
い
て
、
施
設
基
準
・
運
営
費
や
報
酬

 
 

 

の
請
求
等
に
特
に
大
き
な
問
題
が
認
め
ら
れ
な
い
。

 

(
４

) 
 
さ
ら
に
、
（
３
）
の
ア
、
イ
に
関
し
て
問
題
が
認
め
ら
れ
な
い
法
人
が
外
部
監
査
を
活
用
し
た
場

 
 

合
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
等
に
基
づ
き
法
人
の
財
務
状
況
の
透
明
性
・
適
正
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る

 
 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



3
 

 

新
 

旧
 

と
所
轄
庁
が
判
断
す
る
と
き
、
又
は
、
当
該
法
人
に
お
い
て
苦
情
解
決
へ
の
取
組
が
適
切
に
行
わ
れ

 
 

て
お
り
、
か
つ
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
内
容
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
良
質
か
つ
適
切

 
 

な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
所
轄
庁
が
判
断
す
る
と
き
に
お
い
て
は
、
一
般

 
 

監
査
を
４
年
に
１
回
と
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

  
   

 

  
 
 
ア

 
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価
事
業
を
受
審
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
も
公
表
を
行
い
、
サ
ー
ビ

 
 

 

ス
の
質
の
向
上
に
努
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
部
の
経
営
施
設
の
み
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価

 
 

 

を
受
審
し
て
い
る
場
合
は
、
法
人
全
体
の
受
審
状
況
を
勘
案
し
て
所
轄
庁
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
 

 
 

 
 

 
な
お
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
の
認
証
取
得
施
設
を
有
す
る
法
人
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
に
取

 
 

 

り
扱
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

 

   
 
 
イ

 
地
域
社
会
に
開
か
れ
た
事
業
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
。
（
福
祉
関
係
養
成
校
等
の
研
修
生
の
受

 
 

 

入
れ
又
は
介
護
相
談
員
の
受
入
れ
に
加
え
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
入
れ
や
地
域
と
の
交
流
が
積
極

 
 

 

的
に
行
わ
れ
て
い
る
）

  

  
 
 
ウ

 
地
域
の
様
々
な
福
祉
需
要
に
対
応
し
た
先
駆
的
な
社
会
貢
献
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

     

(５
)
  法

人
の
運
営
等
に
問
題
が
発
生
し
た
場
合
、
又
は
通
報
、
現
況
報
告
書
の
確
認
の
結
果
等
で
そ
の

 
 

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

(３
)及

び
(４

)の
取
扱
い
に
よ
ら
ず
随
時
指
導
監
査
を
実

 
 

施
す
る
こ
と
。

     
 

(
６

)
 
新
た
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
つ
い
て
は
、
設
立
年
度
又
は
次
年
度
の
早
期
に
指
導
監
査
を
実
施
す

 
 

る
こ
と
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
施
設
整
備
を
伴
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
設
整
備
担
当
部
局
と
十
分

 
 

な
連
携
の
上
実
施
す
る
こ
と
。

 

(
７

)
 
特
別
監
査
に
つ
い
て
は
実
地
に
お
い
て
行
う
も
の
と
し
、
運
営
等
に
重
大
な
問
題
を
有
す
る
法
人

 
 

を
主
な
対
象
と
し
て
随
時
実
施
す
る
こ
と
。
指
導
監
査
に
よ
っ
て
重
大
な
問
題
が
認
め
ら
れ
た
法
人

 
 

並
び
に
不
祥
事
の
発
生
し
た
法
人
に
対
し
て
は
、
改
善
が
図
ら
れ
る
ま
で
重
点
的
か
つ
継
続
的
に
指

 
 

導
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

 
   

(８
)
 
指
導
監
査
の
結
果
、
改
善
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
改
善
措
置
を
文
書
を
も
っ
て
指
導
す
る

 
 

こ
と
。
ま
た
、
具
体
的
改
善
措
置
に
つ
い
て
期
限
を
付
し
て
報
告
さ
せ
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

 
 

改
善
状
況
に
つ
い
て
確
認
の
た
め
の
再
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

 
  

 
  

 
                   

 

(
９

)
 

(
８

)
の
指
導
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
は
、
個
々
の
事
例
に
応
じ
、
法
第

 
 

５
６
条
又
は
第
５
８
条
の
規
定
に
よ
り
改
善
を
命
ず
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

        
 

(1
0)

 
さ
ら
に
、
法
令
違
反
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
、
法
第
５
６
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で

 
 

の
規
定
に
基
づ
く
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
、
理
事
の
解
職
勧
告
、
解
散
命
令
等
も
検
討
の
上
、
 

 

適
切
な
改
善
措
置
を
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
。

 
   

   
   

   
  

 
  

 
                   

 

(1
1)

 
指
導
監
査
結
果
の
開
示
は
、
法
人
運
営
の
適
正
化
の
み
で
な
く
、
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
質
の

 
 

高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
各
都
道
府
県
市
の
情

 
 

報
公
開
条
例
に
基
づ
く
開
示
請
求
に
対
し
て
も
積
極
的
に
閲
覧
を
可
能
と
し
て
お
く
体
制
を
整
え
る
 

 

こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

   
   

と
所
轄
庁
が
判
断
す
る
と
き
、
又
は
、
当
該
法
人
に
お
い
て
苦
情
解
決
へ
の
取
組
が
適
切
に
行
わ
れ

 
 

て
お
り
、
か
つ
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
内
容
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
良
質
か
つ
適
切

 
 

な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
て
い
る
と
所
轄
庁
が
判
断
す
る
と
き
に
お
い
て
は
、
一
般

 
 

監
査
を
４
年
に
１
回
と
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

 
   

  

  
 
 
ア

 
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価
事
業
を
受
審
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
も
公
表
を
行
い
、
サ
ー
ビ

 
 

 

ス
の
質
の
向
上
に
努
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
部
の
経
営
施
設
の
み
福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価

 
 

 

を
受
審
し
て
い
る
場
合
は
、
法
人
全
体
の
受
審
状
況
を
勘
案
し
て
所
轄
庁
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
 

 
 

 
 

 
な
お
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
９
０
０
１
の
認
証
取
得
施
設
を
有
す
る
法
人
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
に
取

 
 

 

り
扱
っ
て
差
し
支
え
な
い
。

 

     
イ

 
地
域
社
会
に
開
か
れ
た
事
業
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
。
（
福
祉
関
係
養
成
校
等
の
研
修
生
の
受

 
 

 

入
れ
又
は
介
護
相
談
員
の
受
入
れ
に
加
え
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
入
れ
や
地
域
と
の
交
流
が
積
極

 
 

 

的
に
行
わ
れ
て
い
る
）

  

  
  

ウ
 
地
域
の
様
々
な
福
祉
需
要
に
対
応
し
た
先
駆
的
な
社
会
貢
献
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

  
   

(５
)  法

人
の
運
営
等
に
問
題
が
発
生
し
た
場
合
、
又
は
通
報
、
現
況
報
告
書
の
確
認
の
結
果
等
で
そ
の

 
 

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、

(３
)及

び
(
４

)
の
取
扱
い
に
よ
ら
ず
随
時
指
導
監
査
を
実

 
 

施
す
る
こ
と
。

      

(
６

)
 
新
た
に
設
立
さ
れ
た
法
人
に
つ
い
て
は
、
設
立
年
度
又
は
次
年
度
の
早
期
に
指
導
監
査
を
実
施
す

 
 

る
こ
と
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
施
設
整
備
を
伴
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
設
整
備
担
当
部
局
と
十
分

 
 

な
連
携
の
上
実
施
す
る
こ
と
。

 

(
７

)
 
特
別
監
査
に
つ
い
て
は
実
地
に
お
い
て
行
う
も
の
と
し
、
運
営
等
に
重
大
な
問
題
を
有
す
る
法
人

 
 

を
主
な
対
象
と
し
て
随
時
実
施
す
る
こ
と
。
指
導
監
査
に
よ
っ
て
重
大
な
問
題
が
認
め
ら
れ
た
法
人

 
 

並
び
に
不
祥
事
の
発
生
し
た
法
人
に
対
し
て
は
、
改
善
が
図
ら
れ
る
ま
で
重
点
的
か
つ
継
続
的
に
指

 
 

導
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

 
  

 

(８
) 

指
導
監
査
の
結
果
、
改
善
を
要
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
改
善
措
置
を
文
書
を
も
っ
て
指
導
す
る

 
 

こ
と
。
ま
た
、
具
体
的
改
善
措
置
に
つ
い
て
期
限
を
付
し
て
報
告
さ
せ
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

 
 

改
善
状
況
に
つ
い
て
確
認
の
た
め
の
再
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
。

 
   

    
   

  
  

  
  

    
    

(
９

)
 

(
８

)
の
指
導
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
改
善
が
図
ら
れ
な
い
場
合
は
、
個
々
の
事
例
に
応
じ
、
法
第

 
 

５
６
条
又
は
第
５
８
条
の
規
定
に
よ
り
改
善
を
命
ず
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

   
   

   

(10) 
さ
ら
に
、
法
令
違
反
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
は
、
法
第
５
６
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で

 
 

の
規
定
に
基
づ
く
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
、
理
事
の
解
職
勧
告
、
解
散
命
令
等
も
検
討
の
上
、
 

 

適
切
な
改
善
措
置
を
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
。

   
   

    
   

   
    

   
   

   
  

   
   

 
 

(11)
 
指
導
監
査
結
果
の
開
示
は
、
法
人
運
営
の
適
正
化
の
み
で
な
く
、
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
質
の

 
 

高
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
各
都
道
府
県
市
の
情

 
 

報
公
開
条
例
に
基
づ
く
開
示
請
求
に
対
し
て
も
積
極
的
に
閲
覧
を
可
能
と
し
て
お
く
体
制
を
整
え
る

 
 

こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

   
  

 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



4
 

 

新
 

旧
 

   
    

   
    

   
   

   
   

   
   

    
    

   
   

   
   

  
 
  

   
   

           
 

３
 
他
機
関
等
と
の
連
携

  
   

   
   

   
    

    
   

   
   

   
   

  
 
  

         
 

(
１

)
 
法
人
が
複
数
の
都
道
府
県
市
に
施
設
等
を
経
営
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
施
設
等
の
指
導
監

 
 

査
を
実
施
し
た
都
道
府
県
知
事
等
は
、
当
該
法
人
が
経
営
す
る
他
の
施
設
等
に
つ
い
て
関
係
す
る
都

 
 

道
府
県
市
及
び
厚
生
労
働
省
（
地
方
厚
生
局
を
含
む
。

)
に
対
し
、
指
導
監
査
結
果
の
情
報
提
供
に

 
 

努
め
る
こ
と
｡ 

(２
)
 
衛
生
部
（
局
）
等
の
他
部
（
局
）
の
監
督
下
に
あ
る
施
設
を
経
営
す
る
法
人
の
指
導
監
査
に
当
た

 
 

っ
て
は
、
当
該
部
局
等
と
の
連
携
を
図
る
体
制
を
整
え
て
実
施
す
る
と
と
も
に
、
指
導
監
査
内
容
に

 
 

つ
い
て
必
要
な
情
報
の
交
換
に
努
め
る
こ
と
。

   
   

   
   

   
  

 
  

 
                   

 

 ４
 
指
導
監
査
結
果
の
報
告

   
   

   
   

    
    

   
   

   
   

   
  

 
  

        
 

 
 
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
実
施
し
た
各
年
度
の
指
導
監
査
結
果
（
都
道
府
県
に
あ
っ
て
は
、

管
内
市
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
が
実
施
し
た
指
導
監
査
結
果
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
福
祉
基
盤
課
に
報
告
す
る
こ
と
。

 

 

［
別
添
］

 

項
目
 

指
導
監
査
事
項
 

備
考
 

根
拠
 

Ⅰ
 
組
織
運
営
 

１
 
定
 
 
款
 

      ２
 
役
 
 
員
 

(
１
)
定
数
・
現
員
 

       

 
  
 
(２

)
選
任
・
任
期
 

 １
 
定
款
準
則
に
準
拠
し

て
い
る
こ
と
。
 

 ２
 
定
款
の
変
更
が
所
定

の
手
続
き
を
経
て
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
。
 

  １
 
欠
員
が
生
じ
て
い
な

い
こ
と
。
 

      １
 
役
員
の
選
任
手
続
が
、

         

法
律
上
は
そ
の
定
数
の

３
分
の
１
ま
で
は
欠
員
が

認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
１
名

で
も
欠
員
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
速
や
か
に
補
充
が
行

わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
。
 

 選
任
関
係
書
類
は
、
次
の

 定
款
準
則
 

  法
第

43
条
 

施
行
規
則
第

3
条
 

   法
第

37
条
 

審
査
基
準
第

3-
6-
(
2
) 

       

                         
   

    
   

   
    

   
   

    
   

   
    

   
   

    
  

 

３
 
他
機
関
等
と
の
連
携

     
   

    
   

   
    

   
   

    
   

   
    

 
   

   
  

 

(
１

)
 
法
人
が
複
数
の
都
道
府
県
市
に
施
設
等
を
経
営
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
施
設
等
の
指
導
監

 
 

査
を
実
施
し
た
都
道
府
県
知
事
等
は
、
当
該
法
人
が
経
営
す
る
他
の
施
設
等
に
つ
い
て
関
係
す
る
都

 
 

道
府
県
市
及
び
厚
生
労
働
省
（
地
方
厚
生
局
を
含
む
。

)
に
対
し
、
指
導
監
査
結
果
の
情
報
提
供
に

 
 

努
め
る
こ
と
｡ 

(２
) 

衛
生
部
（
局
）
等
の
他
部
（
局
）
の
監
督
下
に
あ
る
施
設
を
経
営
す
る
法
人
の
指
導
監
査
に
当
た

 
 

っ
て
は
、
当
該
部
局
等
と
の
連
携
を
図
る
体
制
を
整
え
て
実
施
す
る
と
と
も
に
、
指
導
監
査
内
容
に

 
 

つ
い
て
必
要
な
情
報
の
交
換
に
努
め
る
こ
と
。

  
   

   
    

   
   

    
   

   
   

  
   

   
 
 

 ４
 
指
導
監
査
結
果
の
報
告

   
   

    
   

   
    

   
   

    
   

   
    

   
   

  
 

 
 
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
実
施
し
た
各
年
度
の
指
導
監
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
総
務
課
指
導
監
査
室
に
報
告
す
る
こ
と
。

 

  

［
別
添
］

 

項
目
 

指
導
監
査
事
項
 

備
考
 

根
拠
 

Ⅰ
 
組
織
運
営
 

１
 
定
 
 
款
 

      ２
 
役
 
 
員
 

(
１
)定

数
・
現
員
 

       

 
 
 
 (２

)選
任
・
任
期
 

 １
 
定
款
準
則
に
準
拠
し

て
い
る
こ
と
。
 

 ２
 
定
款
の
変
更
が
所
定

の
手
続
き
を
経
て
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
。
 

  １
 
欠
員
が
生
じ
て
い
な

い
こ
と
。
 

      １
 
役
員
の
選
任
手
続
が
、

         

法
律
上
は
そ
の
定
数
の

３
分
の
１
ま
で
は
欠
員
が

認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
１
名

で
も
欠
員
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
速
や
か
に
補
充
が
行

わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
。
 

 選
任
関
係
書
類
は
、
次
の

 定
款
準
則
 

  法
第

43
条
 

施
行
規
則
第

3
条
 

   法
第

37
条
 

審
査
基
準
第

3
-6-(2) 

      法
第

36
条
 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）
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新
 

旧
 

                  

 
 
(３

)適
格
性
 

                

定
款
の
定
め
に
従
い
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

     ２
 
役
員
の
任
期
が
明
確

に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
 

 
  

な
お
、
補
欠
の
役
員
の

任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
で
あ
る
こ
と
。
 

 ３
 
評
議
員
会
を
設
置
す

る
場
合
は
、
評
議
員
会
に

お
い
て
役
員
を
選
任
す

る
こ
と
が
適
当
な
こ
と
。
 

 １
 
欠
格
事
由
を
有
す
る

者
が
選
任
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
。
 

              

と
お
り
。
 

①
 
理
事
会
議
事
録
（
評

議
員
会
議
事
録
）
 

②
 
就
任
承
諾
書
 

③
 
履
歴
書
 

④
 
委
嘱
状
 

            欠
格
事
由
は
次
の
と
お

り
。
 

①
 
成
年
被
後
見
人
又

は
被
保
佐
人
 

②
 
生
活
保
護
法
、
児
童

福
祉
法
、
老
人
福
祉

法
、
身
体
障
害
者
福
祉

法
又
は
社
会
福
祉
法

の
規
定
に
違
反
し
て

刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
 

の
執
行
を
終
わ
り
、
又

は
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で

の
者
 

③
 
禁
錮
以
上
の
刑
に

処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

を
終
わ
り
、
又
は
執
行

定
款
準
則
第

7
条
 

      法
第

36
条
第

2
項
 

審
査
基
準
第

3-
6-
(
3
) 

定
款
準
則
第

6
条
 

   審
査
基
準
第

3-
4-
(
3
) 

定
款
準
則
第

7
条
備
考
 

   法
第

36
条
第

4
項
 

                

                  

 
 (
３
)適

格
性
 

                

定
款
の
定
め
に
従
い
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

     ２
 
役
員
の
任
期
が
明
確

に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
 

 
  

な
お
、
補
欠
の
役
員
の

任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
で
あ
る
こ
と
。
 

 ３
 
評
議
員
会
を
設
置
す

る
場
合
は
、
評
議
員
会
に

お
い
て
役
員
を
選
任
す

る
こ
と
が
適
当
な
こ
と
。
 

 １
 
欠
格
事
由
を
有
す
る

者
が
選
任
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
。
 

              

と
お
り
。
 

①
 
理
事
会
議
事
録
（
評

議
員
会
議
事
録
）
 

②
 
就
任
承
諾
書
 

③
 
履
歴
書
 

④
 
委
嘱
状
 

            欠
格
事
由
は
次
の
と
お

り
。
 

①
 
成
年
被
後
見
人
又

は
被
保
佐
人
 

②
 
生
活
保
護
法
、
児
童

福
祉
法
、
老
人
福
祉

法
、
身
体
障
害
者
福
祉

法
又
は
社
会
福
祉
法

の
規
定
に
違
反
し
て

刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
 

の
執
行
を
終
わ
り
、
又

は
執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
る
ま
で

の
者
 

③
 
禁
錮
以
上
の
刑
に

処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行

を
終
わ
り
、
又
は
執
行

定
款
準
則
第

7
条
 

      法
第

36
条
第

2
項
 

審
査
基
準
第

3
-6-(3) 

定
款
準
則
第

6
条
 

   審
査
基
準
第

3
-4-(3) 

定
款
準
則
第

7
条
備
考
 

   法
第

36
条
第

4
項
 

                

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）
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新
 

旧
 

                                   

        ２
 
関
係
行
政
庁
の
職
員

が
法
人
の
役
員
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
適
当
で

な
い
こ
と
。
 

 
  
 た

だ
し
、
社
会
福
祉
協

議
会
に
あ
っ
て
は
役
員

の
総
数
の
５
分
の
１
ま

で
は
差
し
支
え
な
い
こ

と
。
 

 ３
 
実
際
に
法
人
運
営
に

参
画
で
き
な
い
者
が
名

目
的
に
選
任
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
適
当
で
な
い

こ
と
。
 

 ４
 
地
方
公
共
団
体
の
長

等
特
定
の
公
職
に
あ
る

者
が
慣
例
的
に
理
事
長

に
就
任
し
た
り
、
役
員
と

し
て
参
加
し
て
い
る
こ

と
は

適
当

で
な

い
こ
 

と
。
 

 ５
 
役
員
の
報
酬
は
勤
務

実
態
に
即
し
て
支
給
し

て
お
り
、
役
員
報
酬
規
程

を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
る
ま
で
の
者
 

④
 
所
轄
庁
の
解
散
命

令
に
よ
り
解
散
を
命

ぜ
ら
れ
た
社
会
福
祉

法
人
の
解
散
当
時
の

役
員
 

                         

「
勤
務
実
態
に
即
し
て
支

給
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
役
員
報
酬
に
つ
い
て
は
、

        審
査
基
準
第

3-
1-
(
1
) 

         審
査
基
準
第

3-
1-
(
2
) 

     審
査
基
準
第

3-
1-
(
3
) 

       定
款
準
則
第

8
条
 

審
査
要
領
第

3-
(6
) 

 

                                   

        ２
 
関
係
行
政
庁
の
職
員

が
法
人
の
役
員
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
適
当
で

な
い
こ
と
。
 

 
   た

だ
し
、
社
会
福
祉
協

議
会
に
あ
っ
て
は
役
員

の
総
数
の
５
分
の
１
ま

で
は
差
し
支
え
な
い
こ

と
。
 

 ３
 
実
際
に
法
人
運
営
に

参
画
で
き
な
い
者
が
名

目
的
に
選
任
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
適
当
で
な
い

こ
と
。
 

 ４
 
地
方
公
共
団
体
の
長

等
特
定
の
公
職
に
あ
る

者
が
慣
例
的
に
理
事
長

に
就
任
し
た
り
、
役
員
と

し
て
参
加
し
て
い
る
こ

と
は

適
当

で
な

い
こ
 

と
。
 

 ５
 
役
員
の
報
酬
は
勤
務

実
態
に
即
し
て
支
給
し

て
お
り
、
役
員
報
酬
規
程

を
受
け
る
こ
と
が
な

く
な
る
ま
で
の
者
 

④
 
所
轄
庁
の
解
散
命

令
に
よ
り
解
散
を
命

ぜ
ら
れ
た
社
会
福
祉

法
人
の
解
散
当
時
の

役
員
 

                         

「
勤
務
実
態
に
即
し
て
支

給
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
役
員
報
酬
に
つ
い
て
は
、

        審
査
基
準
第

3
-1-(1) 

         審
査
基
準
第

3
-1-(2) 

     審
査
基
準
第

3
-1-(3) 

       定
款
準
則
第

8
条
 

審
査
要
領
第

3
-(6) 

 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）
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旧
 

          ３
 
理
 
 
事
 

 
 
(１

)定
 
数
 

   
 
(２

)適
格
性
 

                    

等
を
整
備
し
た
上
で
支

給
し
て
い
る
こ
と
。
 

         

定
数
は
、
６
名
以
上
で
あ

る
こ
と
。
 

 

１
 
各
理
事
に
つ
い
て
、
親

族
等
の
特
殊
の
関
係
の
あ

る
者
が
定
款
に
定
め
る
数

を
超
え
て
選
任
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
。
 

                

当
該
法
人
の
人
事
労
務
、
財

務
、
運
営
等
の
職
務
を
分
掌

す
る
な
ど
経
営
管
理
に
携

わ
る
役
員
は
そ
の
対
象
と

な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

の
役
員
に
対
し
て
は
必
ず

し
も
一
般
職
員
と
同
様
の

勤
務
体
制
を
求
め
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
。
 

     

親
族
等
の
特
殊
の
関
係

の
あ
る
者
と
は
次
の
と
お

り
。
 

①
 
当
該
役
員
と
民
法

に
定
め
る
親
族
関
係

に
あ
る
者
 

②
 
当
該
役
員
と
ま
だ

婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
、
事
実
上
婚

姻
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
者
 

③
 
当
該
役
員
の
使
用

人
及
び
当
該
役
員
か

ら
受
け
る
金
銭
そ
の

他
の
財
産
に
よ
っ
て

生
計
を
維
持
し
て
い

る
者
 

④
 
②
又
は
③
の
親
族

で
、
こ
れ
ら
の
者
と
生

計
を
一
に
し
て
い
る

者
 

           審
査
基
準
第

3-
2-
(
3
) 

定
款
準
則
第

5
条
備
考
 

 法
第

36
条
第

3
項
 

審
査
基
準
第

3-
2-
(
4
) 

定
款
準
則
第

5
条
備
考
(
2
) 

                  

          ３
 
理
 
 
事
 

 
 (
１
)定

 
数
 

   
 (
２
)適

格
性
 

                    

等
を
整
備
し
た
上
で
支

給
し
て
い
る
こ
と
。
 

         

定
数
は
、
６
名
以
上
で
あ

る
こ
と
。
 

 

１
 
各
理
事
に
つ
い
て
、
親

族
等
の
特
殊
の
関
係
の
あ

る
者
が
定
款
に
定
め
る
数

を
超
え
て
選
任
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
。
 

                

当
該
法
人
の
人
事
労
務
、
財

務
、
運
営
等
の
職
務
を
分
掌

す
る
な
ど
経
営
管
理
に
携

わ
る
役
員
は
そ
の
対
象
と

な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

の
役
員
に
対
し
て
は
必
ず

し
も
一
般
職
員
と
同
様
の

勤
務
体
制
を
求
め
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
。
 

     

親
族
等
の
特
殊
の
関
係

の
あ
る
者
と
は
次
の
と
お

り
。
 

①
 
当
該
役
員
と
民
法

に
定
め
る
親
族
関
係

に
あ
る
者
 

②
 
当
該
役
員
と
ま
だ

婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
、
事
実
上
婚

姻
と
同
様
の
事
情
に

あ
る
者
 

③
 
当
該
役
員
の
使
用

人
及
び
当
該
役
員
か

ら
受
け
る
金
銭
そ
の

他
の
財
産
に
よ
っ
て

生
計
を
維
持
し
て
い

る
者
 

④
 
②
又
は
③
の
親
族

で
、
こ
れ
ら
の
者
と
生

計
を
一
に
し
て
い
る

者
 

           審
査
基
準
第

3
-2-(3) 

定
款
準
則
第

5
条
備
考
 

 法
第

36
条
第

3
項
 

審
査
基
準
第

3
-2-(4) 

定
款
準
則
第

5
条
備
考
(2) 

                  

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）
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                        ２
 
当
該
法
人
に
係
る
社

会
福
祉
施
設
の
整
備
、
運
営

と
密
接
に
関
連
す
る
業
務

を
行
う
者
が
理
事
総
数
の

３
分
の
１
を
超
え
て
い
な

い
こ
と
。
 

 ３
 
社
会
福
祉
事
業
に
つ

い
て

 
学
識
経
験
を
有
す

る
者
又
は
地
域
の
福
祉
関

係
者
が
理
事
と
し
て
参
加

⑤
 
当
該
役
員
が
役
員

と
な
っ
て
い
る
会
社

の
役
員
、
使
用
人
及
び

当
該
会
社
の
経
営
に

従
事
す
る
他
の
者
並

び
に
当
該
会
社
の
同

族
会
社
の
使
用
人
で

あ
っ
て
、
役
員
と
同
等

の
権
限
を
有
す
る
者
 

⑥
 
①
～
④
の
者
と
同

族
会
社
の
関
係
に
あ

る
法
人
の
役
員
及
び

使
用
人
 

 

 
ま
た
、
親
族
等
特
殊
の
関

係
が
あ
る
者
は
、
理
事
の
定

数
に
応
じ
て
以
下
の
人
数

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。
 

理
事
定
数

    親
族
等
の
人
数

 

 
6～

 9
名
  
 
 
  1

名
 

1
0～

12
名
  
 
 
  2

名
 

1
3
名
～
 
 
  
 
 
  3

名
 

         
次
の
よ
う
な
者
は
、
社
会

福
祉
事
業
に
つ
い
て
学
識

経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。
 

                        審
査
基
準
第

3-
2-
(
5
) 

      審
査
基
準
第

3-
2-
(
6
)、

(
8
) 

審
査
要
領
第

3-
(1
)、

(
2
) 

  

                                   

                        ２
 
当
該
法
人
に
係
る
社

会
福
祉
施
設
の
整
備
、
運
営

と
密
接
に
関
連
す
る
業
務

を
行
う
者
が
理
事
総
数
の

３
分
の
１
を
超
え
て
い
な

い
こ
と
。
 

 ３
 
社
会
福
祉
事
業
に
つ

い
て

 
学
識
経
験
を
有
す

る
者
又
は
地
域
の
福
祉
関

係
者
が
理
事
と
し
て
参
加

⑤
 
当
該
役
員
が
役
員

と
な
っ
て
い
る
会
社

の
役
員
、
使
用
人
及
び

当
該
会
社
の
経
営
に

従
事
す
る
他
の
者
並

び
に
当
該
会
社
の
同

族
会
社
の
使
用
人
で

あ
っ
て
、
役
員
と
同
等

の
権
限
を
有
す
る
者
 

⑥
 
①
～
④
の
者
と
同

族
会
社
の
関
係
に
あ

る
法
人
の
役
員
及
び

使
用
人
 

 

 
ま
た
、
親
族
等
特
殊
の
関

係
が
あ
る
者
は
、
理
事
の
定

数
に
応
じ
て
以
下
の
人
数

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
こ

と
。
 

理
事
定
数

    親
族
等
の
人
数

 

 6～
 9
名
      1

名
 

10～
12
名
      2

名
 

13
名
～
        3

名
 

         
次
の
よ
う
な
者
は
、
社
会

福
祉
事
業
に
つ
い
て
学
識

経
験
を
有
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。
 

                        審
査
基
準
第

3
-2-(5) 

      審
査
基
準
第

3
-2-(6)、

(8
) 

審
査
要
領
第

3
-(1)、

(2) 

  

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）
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し
て
い
る
こ
と
。
 

 
ま
た
、
社
会
福
祉
協
議
会

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
区
域
に
 

お
い
て
社
会
福
祉
事
業
を

経
営
す
る
団
体
の
役
職
員

及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
行
う
団
体
の
代
表
者
を

理
事
と
し
て
加
え
る
こ
と
。
  
 
 
  
   

                           

①
 
社
会
福
祉
に
関
す
る

教
育
を
行
う
者
 

②
 
社
会
福
祉
に
関
す
る

研
究
を
行
う
者
 

③
 
社
会
福
祉
事
業
又
は

社
会
福
祉
関
係
の
行
政

に
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
者
 

④
 
公
認
会
計
士
、
税
理
 

士
、
弁
護
士
等
社
会
福
祉

事
業
の
経
営
を
行
う
上

で
必
要
か
つ
有
益
な
専

門
知
識
を
有
す
る
者
 

 

次
の
よ
う
な
者
は
、
地
域

の
福
祉
関
係
者
で
あ
る
こ

と
。
 

①
 
社
会
福
祉
協
議
会
等

社
会
福
祉
事
業
を
行
う

団
体
の
役
職
員
 

②
 
民
生
委
員
・
児
童
委
員
 

③
 
社
会
福
祉
に
関
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
親

の
会
等
の
民
間
社
会
福

祉
団
体
の
代
表
者
等
 

④
 
医
師
、
保
健
師
、
看
護

師
等
保
健
医
療
関
係
者
 

⑤
 
自
治
会
、
町
内
会
、
婦

人
会
及
び
商
店
会
等
の

役
員
 

⑥
 
そ
の
他
そ
の
者
の
参

画
に
よ
り
施
設
運
営
や

在
宅
福
祉
事
業
の
円
滑

な
遂
行
が
期
待
で
き
る

者
 

                                   

                                   

し
て
い
る
こ
と
。
 

 
ま
た
、
社
会
福
祉
協
議
会

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
区
域
に
 

お
い
て
社
会
福
祉
事
業
を

経
営
す
る
団
体
の
役
職
員

及
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
行
う
団
体
の
代
表
者
を

理
事
と
し
て
加
え
る
こ
と
。
         

                           

①
 
社
会
福
祉
に
関
す
る

教
育
を
行
う
者
 

②
 
社
会
福
祉
に
関
す
る

研
究
を
行
う
者
 

③
 
社
会
福
祉
事
業
又
は

社
会
福
祉
関
係
の
行
政

に
従
事
し
た
経
験
を
有

す
る
者
 

④
 
公
認
会
計
士
、
税
理
 

士
、
弁
護
士
等
社
会
福
祉

事
業
の
経
営
を
行
う
上

で
必
要
か
つ
有
益
な
専

門
知
識
を
有
す
る
者
 

 

次
の
よ
う
な
者
は
、
地
域

の
福
祉
関
係
者
で
あ
る
こ

と
。
 

①
 
社
会
福
祉
協
議
会
等

社
会
福
祉
事
業
を
行
う

団
体
の
役
職
員
 

②
 
民
生
委
員
・
児
童
委
員
 

③
 
社
会
福
祉
に
関
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、
親

の
会
等
の
民
間
社
会
福

祉
団
体
の
代
表
者
等
 

④
 
医
師
、
保
健
師
、
看
護

師
等
保
健
医
療
関
係
者
 

⑤
 
自
治
会
、
町
内
会
、
婦

人
会
及
び
商
店
会
等
の

役
員
 

⑥
 
そ
の
他
そ
の
者
の
参

画
に
よ
り
施
設
運
営
や

在
宅
福
祉
事
業
の
円
滑

な
遂
行
が
期
待
で
き
る

者
 

                                   

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



1
0
 

 

新
 

旧
 

                 
(３

)代
表
者
 

                  

    ４
 
当
該
法
人
の
経
営
す

る
社
会
福
祉
施
設
の
長

等
が
１
名
以
上
参
加
し

て
い
る
こ
と
。
 

 
  
 た

だ
し
、
評
議
員
会
を

設
置
し
て
い
な
い
法
人

に
あ
っ
て
は
、
施
設
長
等

施
設
の
職
員
で
あ
る
理

事
が
理
事
総
数
の
３
分

の
１
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。
 

 １
 
理
事
長
は
、
各
理
事
の

意
見
を
十
分
に
尊
重
し
、

理
事
会
の
決
定
に
従
っ

て
法
人
運
営
及
び
事
業

経
営
を
行
っ
て
い
る
こ

と
。
 

な
お
、
代
表
権
の
制
限

を
行
う
場
合
に
は
、
組
合

等
登
記
令
（
昭
和

39
年

政
令
第

2
9
号
）
に
基
づ

き
、
そ
の
内
容
を
登
記
す

る
こ
と
。
 

 

２
 
代
表
権
を
有
す
る
理

事
が
複
数
い
る
場
合
に

は
、
各
理
事
と
親
族
等
の

特
殊
な
関
係
に
あ
る
者

の
み
が
代
表
権
を
有
す

る
理
事
と
す
る
こ
と
は

                                   

    審
査
基
準
第

3-
2-
(
7
) 

審
査
要
領
第

3-
(3
) 

          法
第

38
条
 

審
査
基
準
第

3-
2-
(
2
) 

定
款
準
則
第

5
条
第

3
項
、

同
条
備
考
(4)、

(5
)
、
第

9

条
第

1
項
 

        法
第

38
条
 

審
査
基
準
第

3-
2-
(
2
) 

    

                 
(
３
)代

表
者
 

                  

    ４
 
当
該
法
人
の
経
営
す

る
社
会
福
祉
施
設
の
長

等
が
１
名
以
上
参
加
し

て
い
る
こ
と
。
 

 
   た

だ
し
、
評
議
員
会
を

設
置
し
て
い
な
い
法
人

に
あ
っ
て
は
、
施
設
長
等

施
設
の
職
員
で
あ
る
理

事
が
理
事
総
数
の
３
分

の
１
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。
 

 １
 
理
事
長
は
、
各
理
事
の

意
見
を
十
分
に
尊
重
し
、

理
事
会
の
決
定
に
従
っ

て
法
人
運
営
及
び
事
業

経
営
を
行
っ
て
い
る
こ

と
。
 

な
お
、
代
表
権
の
制
限

を
行
う
場
合
に
は
、
組
合

等
登
記
令
（
昭
和

39
年

政
令
第

29
号
）
に
基
づ

き
、
そ
の
内
容
を
登
記
す

る
こ
と
。
 

 

２
 
代
表
権
を
有
す
る
理

事
が
複
数
い
る
場
合
に

は
、
各
理
事
と
親
族
等
の

特
殊
な
関
係
に
あ
る
者

の
み
が
代
表
権
を
有
す

る
理
事
と
す
る
こ
と
は

                                   

    審
査
基
準
第

3
-2-(7) 

審
査
要
領
第

3
-(3) 

          法
第

38
条
 

審
査
基
準
第

3
-2-(2) 

定
款
準
則
第

5
条
第

3
項
、

同
条
備
考

(4)、
(5)、

第
9

条
第

1
項
 

        法
第

38
条
 

審
査
基
準
第

3
-2-(2) 

    

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



1
1

 

 

新
 

旧
 

      ４
 
監
事
・
監
査
 

                            

適
当
で
な
い
こ
と
。
 
  
 
   

 ３
 
理
事
長
の
職
務
代
理

が
指
名
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
 

 １
 
理
事
、
評
議
員
及
び
職

員
又
は
こ
れ
ら
に
類
す

る
他
の
職
務
を
兼
任
し

て
い
な
い
こ
と
。
 

 ２
 
１
人
は
法
第

4
4
条
に

規
定
す
る
財
務
諸
表
等

を
監
査
し
得
る
者
で
あ

る
こ
と
。
  

ま
た
、
１
人
は
社
会
福

祉
事
業
に
つ
い
て
学
識

経
験
を
有
す
る
者
又
は

地
域
の
福
祉
関
係
者
が

加
わ
っ
て
い
る
こ
と
。
 

               

            監
事
に
つ
い
て
は
、
「
地

域
福
祉
関
係
者
」
の
う
ち

「
自
治
会
、
町
内
会
、
婦
人

会
及
び
商
店
会
等
の
役
員

そ
の
他
そ
の
者
の
参
画
に

よ
り
施
設
運
営
や
在
宅
福

祉
事
業
の
円
滑
な
遂
行
が

期
待
で
き
る
者
」
は
含
ま
れ

な
い
。
 

（
「
た
だ
し
」
以
下
削
除
）
 

             

  定
款
準
則
第

1
0
条
 

   法
第

41
条
 

審
査
基
準
第

3-
3-
(
1
) 

定
款
準
則
第
７
条
第
３
項
 

  審
査
基
準
第

3-
3-
(
2
)、

(
3
) 

   審
査
要
領
第

3-
(2
) 

                   

      ４
 
監
事
・
監
査
 

                            

適
当
で
な
い
こ
と
。

       

 ３
 
理
事
長
の
職
務
代
理

が
指
名
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
 

 １
 
理
事
、
評
議
員
及
び
職

員
又
は
こ
れ
ら
に
類
す

る
他
の
職
務
を
兼
任
し

て
い
な
い
こ
と
。
 

 ２
 
１
人
は
法
第

44
条
に

規
定
す
る
財
務
諸
表
等

を
監
査
し
得
る
者
で
あ

る
こ
と
。

  

ま
た
、
１
人
は
社
会
福

祉
事
業
に
つ
い
て
学
識

経
験
を
有
す
る
者
又
は

地
域
の
福
祉
関
係
者
が

加
わ
っ
て
い
る
こ
と
。
 

               

            監
事
に
つ
い
て
は
、
「
地

域
福
祉
関
係
者
」
の
う
ち

「
自
治
会
、
町
内
会
、
婦
人

会
及
び
商
店
会
等
の
役
員

そ
の
他
そ
の
者
の
参
画
に

よ
り
施
設
運
営
や
在
宅
福

祉
事
業
の
円
滑
な
遂
行
が

期
待
で
き
る
者
」
は
含
ま
れ

な
い
。
 

た
だ
し
、
平
成

19
年

4

月
1
日
時
点
に
お
い
て
現
に

上
記
の
要
件
で
監
事
に
就

任
し
て
い
る
者
に
つ
い
て

は
、
任
期
終
了
ま
で
監
事
と

す
る
。
ま
た
、
平
成

20
年

3

月
3
1
日
ま
で
に
任
期
が
終

了
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
他

に
適
任
者
が
い
な
い
場
合

に
限
り

1
回
限
り
再
任
が
可

能
。
 

   

  定
款
準
則
第

1
0
条
 

   法
第

41
条
 

審
査
基
準
第

3
-3-(1) 

   審
査
基
準
第

3
-3-(2)、

(3
) 

   審
査
要
領
第

3
-(2) 

                   

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



1
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新
 

旧
 

                                   

 

３
 
他
の
役
員
と
親
族
等

の
特
殊
の
関
係
が
あ
る

者
で
な
い
こ
と
。
 

 ４
 
当
該
法
人
に
係
る
社

会
福
祉
施
設
の
整
備
、
運

営
と
密
接
に
関
連
す
る

業
務
を
行
う
者
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
 

 ５
 
理
事
の
業
務
執
行
の

状
況
、
当
該
法
人
の
財
産

の
状
況
、
特
に
当
該
法
人

の
事
業
報
告
書
、
財
産
目

録
、
貸
借
対
照
表
及
び
収

支
計
算
書
に
つ
い
て
毎

年
定
期
的
に
十
分
な
監

査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
。
 

 ６
 
財
産
状
況
等
の
監
査

は
、
公
認
会
計
士
、
税
理

士
等
に
よ
る
外
部
監
査

の
積
極
的
な
活
用
を
図

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

こ
と
。
特
に
、
資
産
額
が

1
00

億
円
以
上
若
し
く
は

負
債
額
が

50
億
円
以
上
 

又
は
収
支
決
算
額
が

1
0

億
円
以
上
の
法
人
に
つ

い
て
は
、
そ
の
事
業
規
模

等
に
鑑
み
、
2
年
に

1
回

程
度
の
外
部
監
査
の
活

用
を
行
う
こ
と
が
望
ま

                                   

 審
査
基
準
第

3-
3-
(
4
) 

定
款
準
則
第
５
条
第
４
項
 

  審
査
基
準
第

3-
3-
(
5
) 

     法
第

40
条
第

1
号
､第

2
号
、

定
款
準
則
第

1
1
条
第

1
項
 

       審
査
基
準
第

3-
5-
(
1
) 

              

                                   

 

３
 
他
の
役
員
と
親
族
等

の
特
殊
の
関
係
が
あ
る

者
で
な
い
こ
と
。
 

 ４
 
当
該
法
人
に
係
る
社

会
福
祉
施
設
の
整
備
、
運

営
と
密
接
に
関
連
す
る

業
務
を
行
う
者
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
 

 ５
 
理
事
の
業
務
執
行
の

状
況
、
当
該
法
人
の
財
産

の
状
況
、
特
に
当
該
法
人

の
事
業
報
告
書
、
財
産
目

録
、
貸
借
対
照
表
及
び
収

支
計
算
書
に
つ
い
て
毎

年
定
期
的
に
十
分
な
監

査
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
。
 

 ６
 
財
産
状
況
等
の
監
査

は
、
公
認
会
計
士
、
税
理

士
等
に
よ
る
外
部
監
査

の
積
極
的
な
活
用
を
図

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

こ
と
。
特
に
、
資
産
額
が

100
億
円
以
上
若
し
く
は

負
債
額
が

50
億
円
以
上
 

又
は
収
支
決
算
額
が

10

億
円
以
上
の
法
人
に
つ

い
て
は
、
そ
の
事
業
規
模

等
に
鑑
み
、
2
年
に

1
回

程
度
の
外
部
監
査
の
活

用
を
行
う
こ
と
が
望
ま

                                   

 審
査
基
準
第

3
-3-(4) 

   審
査
基
準
第

3
-3-(5) 

     法
第

40
条
第

1
号
､第

2
号

▼
定
款
準
則
第

11
条
第

1

項
 

       審
査
基
準
第

3
-5-(1) 

             

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）
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新
 

旧
 

                 ５
 
理
 
事
 会

 

 
(１

)審
議
状
況
 

                

し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
ら
に
該

 
当
し
な

い
法
人
に
つ
い
て
も
、

5

年
に

1
回
程
度
の
外
部
監

査
の
活
用
を
行
う
な
ど

法
人
運
営
の
透
明
性
の
 

確
保
の
た
め
の
取
組
を

行
う
こ
と
が
望
ま
し
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 ７
 
監
査
を
行
っ
た
場
合

に
は
、
監
査
報
告
書
が
作

成
さ
れ
、
理
事
会
、
評
議

員
会
及
び
所
轄
庁
に
報

告
後
、
法
人
に
お
い
て
保

存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

  １
 
開
催
手
続
き
が
定
款

の
定
め
に
従
っ
て
行
わ

れ
、
理
事
会
が
定
款
に
定

め
る
定
足
数
を
満
た
し

て
有
効
に
成
立
し
て
い

る
こ
と
。
 

 ２
 
議
決
が
定
款
の
定
め

に
従
っ
て
、
有
効
に
成
立

し
て
い
る
こ
と
。
 

 ３
 
理
事
会
へ
の
欠
席
又

は
書
面
に
よ
る
議
決
権

の
行
使
が
継
続
し
て
い

る
理
事
が
い
な
い
こ
と
。
 

 ４
 
理
事
会
の
要
議
決
事

                                  理
事
会
の
要
議
決
事
項

         法
第

4
0
条
第

3
号
～
第

5

号
 

審
査
基
準
第

3-
3-
(
2
) 

定
款
準
則
第

1
1
条
第

2
項
、

第
３
項
、
同
条
備
考
 

   定
款
準
則
第

9
条
 

      定
款
準
則
第

9
条
第

5
項
～

第
8
項
、
同
条
備
考

(4
)、

(5) 

 審
査
基
準
第

3-
2-
(
1
) 

定
款
準
則
第

9
条
備
考
(
2
)、

(3) 

  法
第

24
条
 

法
第

46
条
第

1
項
第

1
号
 

                 ５
 
理
 
事
 会

 

 
(
１
)審

議
状
況
 

                

し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

こ
れ
ら
に
該

 
当
し
な

い
法
人
に
つ
い
て
も
、

5

年
に

1
回
程
度
の
外
部
監

査
の
活
用
を
行
う
な
ど

法
人
運
営
の
透
明
性
の
 

確
保
の
た
め
の
取
組
を

行
う
こ
と
が
望
ま
し
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 ７
 
監
査
を
行
っ
た
場
合

に
は
、
監
査
報
告
書
が
作

成
さ
れ
、
理
事
会
、
評
議

員
会
及
び
所
轄
庁
に
報

告
後
、
法
人
に
お
い
て
保

存
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

  １
 
開
催
手
続
き
が
定
款

の
定
め
に
従
っ
て
行
わ

れ
、
理
事
会
が
定
款
に
定

め
る
定
足
数
を
満
た
し

て
有
効
に
成
立
し
て
い

る
こ
と
。
 

 ２
 
議
決
が
定
款
の
定
め

に
従
っ
て
、
有
効
に
成
立

し
て
い
る
こ
と
。
 

 ３
 
理
事
会
へ
の
欠
席
又

は
書
面
に
よ
る
議
決
権

の
行
使
が
継
続
し
て
い

る
理
事
が
い
な
い
こ
と
。
 

 ４
 
理
事
会
の
要
議
決
事

                                  理
事
会
の
要
議
決
事
項

          法
第

40
条
第

3
号
、
第

5

号
 

審
査
基
準
第

3
-3-(2) 

定
款
準
則
第

11
条
第

2
項
、

同
条
備
考
 

   定
款
準
則
第

9
条
 

      定
款
準
則
第

9
条
第

5
項
～

第
8
項
、
同
条
備
考
(4)、

(5) 

 審
査
基
準
第

3
-2-(1) 

定
款
準
則
第

9
条
備
考
(2)、

(3) 

  法
第

24
条
 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



1
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新
 

旧
 

                                   

項
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、

議
決
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
。
 

                                

は
次
の
と
お
り
。
 

①
 
予
算
、
決
算
、
基
本
財

産
の
処
分
、
事
業
計
画
及

び
事
業
報
告
 

②
 
予
算
外
の
新
た
な
義

務
の
負
担
又
は
権
利
の

放
棄
 

③
 
定
款
の
変
更
 

④
 
合
併
 

⑤
 
解
散
及
び
解
散
し
た

場
合
の
残
余
財
産
の
帰

属
者
の
選
定
 

⑥
 
社
会
福
祉
事
業
に
係

る
許
認
可
そ
の
他
の
所

轄
庁
等
の
許
認
可
を
受

け
る
事
項
 

 ⑦
 
定
款
細
則
、
経
理
規
程

等
社
会
福
祉
法
人
の
運

営
に
関
す
る
規
則
の
制

定
及
び
変
更
 

⑧
 
施
設
長
の
任
免
そ
の

他
重
要
な
人
事
 

⑨
 
金
銭
の
借
入
、
財
産
の

取
得
、
処
分
等
に
係
る
契

約
（
軽
微
な
も
の
を
除

く
。
）
  

⑩
 
役
員
報
酬
に
関
す
る

事
項
 

⑪
 
そ
の
他
、
こ
の
法
人
の

業
務
に
関
す
る
重
要
事

項
 

 
な
お
、
日
常
の
業
務
と
し

て
理
事
会
が
定
め
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
理
事
長
が
専

法
第

49
条
第

1
項
 

審
査
基
準
第

2
-2-(

2
)イ

、

第
3
-6-(

4) 

定
款
準
則
第

8
条
第

3
項
、

第
9
条
第

1
項
、
同
条
備
考

(1)
、
第

1
2
条
第

2
項
、
同

条
備
考
一
（
評
議
員
会
の
権

限
）
の
条
、
第

1
4
条
､第

1
7

条
、
第

18
条
第

1
項
、
第

20
条
、
第

2
1
条
、
同
条
備

考
一
、
二
、
第

22
条
、
 第

23
条
、
第

2
4
条
、
第

2
5

条
第

1
項
、
第

27
条
 

                      

                                   

項
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、

議
決
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
。
 

                                

は
次
の
と
お
り
。
 

①
 
予
算
、
決
算
、
基
本
財

産
の
処
分
、
事
業
計
画
及

び
事
業
報
告
 

②
 
予
算
外
の
新
た
な
義

務
の
負
担
又
は
権
利
の

放
棄
 

③
 
定
款
の
変
更
 

④
 
合
併
 

⑤
 
解
散
及
び
解
散
し
た

場
合
の
残
余
財
産
の
帰

属
者
の
選
定
 

⑥
 
社
会
福
祉
事
業
に
係

る
許
認
可
、
寄
附
金
の
募

集
そ
の
他
の
所
轄
庁
等

の
許
認
可
を
受
け
る
事

項
 

⑦
 
定
款
細
則
、
経
理
規
程

等
社
会
福
祉
法
人
の
運

営
に
関
す
る
規
則
の
制

定
及
び
変
更
 

⑧
 
施
設
長
の
任
免
そ
の

他
重
要
な
人
事
 

⑨
 
金
銭
の
借
入
、
財
産
の

取
得
、
処
分
等
に
係
る
契

約
（
軽
微
な
も
の
を
除

く
。）

  

⑩
 
役
員
報
酬
に
関
す
る

事
項
 

⑪
 
そ
の
他
、
こ
の
法
人
の

業
務
に
関
す
る
重
要
事

項
 

 
な
お
、
日
常
の
業
務
と
し

て
理
事
会
が
定
め
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
理
事
長
が
専

審
査
基
準
第

2
-2-(2)イ

 

定
款
準
則
第

8
条
第

3
項
、

第
9
条
第

1
項
、
同
条
備
考

(1)
、
第

12
条
第

2
項
、
同

条
備
考
一
（
評
議
員
会
の
権

限
）
の
条
、
第

14
条
､第

1
7

条
、
第

18
条
第

1
項
、
第

20
条
、
第

21▼
条
、
同
条

備
考
一
、
二
、
第

23
条
、

第
24
条
、第

25
条
第

1
項
、

第
27
条
 

                        

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



1
5
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(２

)
記
 
録
 

               

６
 
評
議
員
・
評
議
員
会
 

               

   

議
事
録
は
、
正
確
に
記
録

さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
 

             

１
 
評
議
員
会
を
設
け
る

こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲

げ
る
事
業
の
み
を
行
う

法
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 
①

 
都
道
府
県
又
は
市

町
村
が
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
必
要
と
す
る
者

に
つ
い
て
措
置
を
と

る
社
会
福
祉
事
業
 

 
②

 
保
育
所
を
経
営
す

る
事
業
（
保
育
所
を
経

営
す
る
事
業
と
併
せ

て
行
う
子
育
て
支
援

拠
点
事
業
と
一
時
預

か
り
事
業
の
い
ず
れ

決
し
、
こ
れ
を
理
事
会
に
報

告
す
れ
ば
よ
い
こ
と
。
 

 

 
議
事
録
記
載
事
項
は
次

の
と
お
り
。
 

①
 
開
催
年
月
日
 

②
 
開
催
場
所
 

③
 
出
席
者
氏
名
（
定
数
）
 

④
 
議
案
 

⑤
 
議
案
に
関
す
る
発
言

内
容
 

⑥
 
議
案
に
関
す
る
表
決

結
果
 

⑦
 
議
事
録
署
名
人

(
議
長
 

及
び
当
該
理
事
会
に
お

い
て
選
出
さ
れ
た
理
事

2

名
)
の
署
名
又
は
記
名
押

印
、
そ
の
年
月
日
 

                 

  定
款
準
則
第

9
条
第

8
項
 

               審
査
基
準
第

3-
4-
(
1
)、

(
2
) 

定
款
準
則
第

1
2
条
備
考
一

(評
議
員
会
)の

条
備
考
(
1
) 

審
査
要
領
第

3-
(4
) 

             

   

 
 
 
 (２

)記
 
録
 

               

６
 
評
議
員
・
評
議
員
会
 

               

   

議
事
録
は
、
正
確
に
記
録

さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
 

             

１
 
評
議
員
会
を
設
け
る

こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲

げ
る
事
業
の
み
を
行
う

法
人
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。
 

 
①

 
都
道
府
県
又
は
市

町
村
が
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
必
要
と
す
る
者

に
つ
い
て
措
置
を
と

る
社
会
福
祉
事
業
 

 
②

 
保
育
所
を
経
営
す

る
事
業
 

    

決
し
、
こ
れ
を
理
事
会
に
報

告
す
れ
ば
よ
い
こ
と
。
 

 

 
議
事
録
記
載
事
項
は
次

の
と
お
り
。
 

①
 
開
催
年
月
日
 

②
 
開
催
場
所
 

③
 
出
席
者
氏
名
（
定
数
）
 

④
 
議
案
 

⑤
 
議
案
に
関
す
る
発
言

内
容
 

⑥
 
議
案
に
関
す
る
表
決

結
果
 

⑦
 
議
事
録
署
名
人

(
議
長
 

及
び
当
該
理
事
会
に
お

い
て
選
出
さ
れ
た
理
事

2

名
)
の
署
名
又
は
記
名
押

印
、
そ
の
年
月
日
 

                 

   定
款
準
則
第

9
条
第

8
項
 

               審
査
基
準
第

3
-4-(1)、

(2
) 

定
款
準
則
第

12
条
備
考
一

(評
議
員
会

)の
条
備
考
(1) 

審
査
要
領
第

3
-(4) 

            

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）
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か
又
は
両
方
の
事
業

を
含
む
。）

 

 
③
 
介
護
保
険
事
業
 

 ２
 
評
議
員
の
定
数
及
び

現
員
は
、
理
事
の
２
倍
を

超
え
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。
 

 ３
 
各
評
議
員
に
つ
い
て

親
族
等
の
特
殊
の
関
係

の
あ
る
者
が
定
款
に
定

め
る
数
を
超
え
て
選
任

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
 

 ４
 
当
該
法
人
に
係
る
社

会
福
祉
施
設
の
整
備
、
運

営
と
密
接
に
関
連
す
る

業
務
を
行
う
者
が
３
分

の
１
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。
 

 ５
 
地
域
の
代
表
が
参
加

し
て
い
る
こ
と
。
 

 
  
 ま

た
、
社
会
福
祉
協
議

会
 
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

区
域
に
お
い
て
社
会
福

祉
事
業
を
経
営
す
る
団

体
の
役
職
員
及
び
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
の
代
表
 

者
が
参
加
し
て
い
る
こ

と
。
 

 ６
 
評
議
員
の
選
任
、
評
議

員
会
の
開
催
、
審
議
は
定

                                   

   法
第

42
条
第

2
項
 

定
款
準
則
第

1
2
条
備
考
一

(評
議
員
会
)の

条
備
考
(
2
) 

  定
款
準
則
第

1
2
条
備
考
一

(
評
議
員
の
資
格
等

)
の
条

第
2
項
、
同
条
備
考
 

   審
査
基
準
第

3-
4-
(
4
) 

      審
査
基
準
第

3-
4-
(
5
)、

(
6
) 

          審
査
基
準
第

3-
4-
(4

)、
(
5
) 

定
款
準
則
第

1
2
条
備
考
一

(評
議
員
会
)の

条
第

2
項
～

                                   

   
③
 
介
護
保
険
事
業
 

 ２
 
評
議
員
の
定
数
及
び

現
員
は
、
理
事
の
２
倍
を

超
え
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
。
 

 ３
 
各
評
議
員
に
つ
い
て

親
族
等
の
特
殊
の
関
係

の
あ
る
者
が
定
款
に
定

め
る
数
を
超
え
て
選
任

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
 

 ４
 
当
該
法
人
に
係
る
社

会
福
祉
施
設
の
整
備
、
運

営
と
密
接
に
関
連
す
る

業
務
を
行
う
者
が
３
分

の
１
を
超
え
て
は
な
ら

な
い
こ
と
。
 

 ５
 
地
域
の
代
表
が
参
加

し
て
い
る
こ
と
。
 

 
   ま

た
、
社
会
福
祉
協
議

会
 
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

区
域
に
お
い
て
社
会
福

祉
事
業
を
経
営
す
る
団

体
の
役
職
員
及
び
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
の
代
表
 

者
が
参
加
し
て
い
る
こ

と
。
 

 ６
 
評
議
員
の
選
任
、
評
議

員
会
の
開
催
、
審
議
は
定

                                   

    法
第

42
条
第

2
項
 

定
款
準
則
第

12
条
備
考
一

(評
議
員
会

)の
条
備
考
(2) 

  定
款
準
則
第

12
条
備
考
一

(
評
議
員
の
資
格
等

)
の
条

第
2
項
、
同
条
備
考
 

   審
査
基
準
第

3
-4-(4) 

      審
査
基
準
第

3
-4-(5)、

(6
) 

          審
査
基
準
第

3
-4-(3) 

定
款
準
則
第

12
条
備
考
一

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）
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                                 Ⅱ
 
事
 
業
 

 
 １

 
事
業
一
般
 

款
の
定
め
に
従
い
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
。
 

   ７
 
評
議
員
会
の
要
審
議

事
項
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
意

見
を
聴
い
て
い
る
こ
と
。
 

              ８
 
評
議
員
会
へ
の
欠
席

が
継
続
し
て
い
る
評
議

員
が
い
な
い
こ
と
。
 

  ９
 
議
事
録
は
正
確
に
記

録
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
い

る
こ
と
。
 

  １
 
定
款
に
記
載
さ
れ
て

い
る
事
業
が
行
わ
れ
て

     

評
議
員
会
の
要
審
議
事

項
は
次
の
と
お
り
。
 

①
 
予
算
、
決
算
、
基
本
財
 

産
の
処
分
、
事
業
計
画
及

び
事
業
報
告
 

②
 
予
算
外
の
新
た
な
義

務
の
負
担
又
は
権
利
の

放
棄
 

③
 
定
款
の
変
更
 

④
 
合
併
 

⑤
 
解
散
及
び
解
散
し
た

場
合
の
残
余
財
産
の
帰

属
者
の
選
定
 

⑥
 
そ
の
他
、
こ
の
法
人
の

業
務
に
関
す
る
重
要
事

項
で
、
理
事
会
に
お
い
て

必
要
と
認
め
る
事
項
 

 

評
議
員
会
へ
の
欠
席
が

継
続
し
て
い
る
評
議
員
が

い
る
場
合
に
は
、
十
分
な
指

導
を
行
う
こ
と
。
 

      事
業
を
停
止
し
て
い
る

事
実
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

第
8
項
、同

条
備
考
(
3
)、（

評

議
員
の
資
格
等
）
の
条
第
１

項
、
第
２
項
 

 審
査
基
準
第

3-
4-
(
2
) 

定
款
準
則
第

1
2
条
備
考
一

(評
議
員
会
の
権
限
)
の
条
、

同
条
備
考
 

審
査
要
領
第

3-
(5
) 

             定
款
準
則
第

1
2
条
備
考
一

(
評
議
員
の
資
格
等

)
の
条

第
1
項
 

  定
款
準
則
第

1
2
条
備
考
一

(評
議
員
会
)の

条
第

9
項
 

   審
査
基
準
第

1 

  

                                 Ⅱ
 
事
 
業
 

 
 １

 
事
業
一
般
 

款
の
定
め
に
従
い
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
。
 

   ７
 
評
議
員
会
の
要
審
議

事
項
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
意

見
を
聴
い
て
い
る
こ
と
。
 

              ８
 
評
議
員
会
へ
の
欠
席

が
継
続
し
て
い
る
評
議

員
が
い
な
い
こ
と
。
 

  ９
 
議
事
録
は
正
確
に
記

録
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
い

る
こ
と
。
 

  １
 
定
款
に
記
載
さ
れ
て

い
る
事
業
が
行
わ
れ
て

     

評
議
員
会
の
要
審
議
事

項
は
次
の
と
お
り
。
 

①
 
予
算
、
決
算
、
基
本
財
 

産
の
処
分
、
事
業
計
画
及

び
事
業
報
告
 

②
 
予
算
外
の
新
た
な
義

務
の
負
担
又
は
権
利
の

放
棄
 

③
 
定
款
の
変
更
 

④
 
合
併
 

⑤
 
解
散
及
び
解
散
し
た

場
合
の
残
余
財
産
の
帰

属
者
の
選
定
 

⑥
 
そ
の
他
、
こ
の
法
人
の

業
務
に
関
す
る
重
要
事

項
で
、
理
事
会
に
お
い
て

必
要
と
認
め
る
事
項
 

 

評
議
員
会
へ
の
欠
席
が

継
続
し
て
い
る
評
議
員
が

い
る
場
合
に
は
、
十
分
な
指

導
を
行
う
こ
と
。
 

      事
業
を
停
止
し
て
い
る

事
実
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

(評
議
員
会

)の
条
第

2
項
～

第
8
項
、
同
条
備
考
(3) 

   審
査
基
準
第

3
-4-(2) 

定
款
準
則
第

12
条
備
考
一

(評
議
員
会
の
権
限

)の
条
、

同
条
備
考
 

審
査
要
領
第

3
-(4) 

             定
款
準
則
第

12
条
備
考
一

(
評
議
員
の
資
格
等

)
の
条

第
1
項
 

  定
款
準
則
第

12
条
備
考
一

(評
議
員
会

)の
条
第

9
項
 

   審
査
基
準
第

1 

 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



1
8
 

 

新
 

旧
 

                            

２
 
社
会
福
祉
事
業
 

 
 
(１

)運
営
状
況
 

     

い
る
こ
と
。
 

       ２
 
定
款
に
記
載
さ
れ
て

い
な
い
事
業
を
行
っ
て

い
な
い
こ
と
。
（
定
款
の

変
更
を
行
う
必
要
が
な

い
事
業
と
し
て
所
轄
庁

が
認

め
た

事
業

を
除

く
。
）
 

 ３
 
公
益
的
取
組
（
公
益
事

業
の
実
施
の
ほ
か
、
低
所

得
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ

ス
利
用
料
の
減
免
等
を

含
む
。
）
が
、
本
来
事
業

で
あ

る
社

会
福

祉
▼
  

事
業
に
支
障
の
な
い
範

囲
に
お
い
て
、
積
極
的
に

実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
望
ま
し
い
こ
と
。
 

 １
 
当
該
法
人
の
事
業
の

う
ち
主
た
る
地
位
を
占

め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 ２
 
社
会
福
祉
事
業
を
行

う
た
め
の
必
要
な
資
金

が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
 

措
置
に
つ
い
て
、
法
人
側
の

方
針
を
確
か
め
た
上
、
そ
の

具
体
的
な
是
正
の
方
法
に

つ
い
て
報
告
を
求
め
る
と

と
も
に
、
廃
止
す
る
場
合
は

定
款
変
更
等
の
手
続
を
行

わ
せ
る
こ
と
。
 

  
定
款
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
事
業
を
行
っ
て
い
る

場
合
は
、
そ
の
措
置
に
つ
い

て
法
人
側
の
方
針
を
確
か

め
た
上
、
実
態
に
合
わ
せ
た

定
款
変
更
等
の
手
続
を
行

わ
せ
る
こ
と
。
 

                    

       審
査
基
準
第

1 

定
款
準
則
第

2
1
条
備
考
一

(種
別
)の

条
第

2
項

(注
) 

     審
査
基
準
第

1 

          審
査
基
準
第

1-
1-
(
1
) 

   法
第

25
条
、
第

26
条
第

2

項
 

審
査
基
準
第

1
-1-(

4
)、

第

2-1
-(1)、

第
2
-2
-(
2)
イ
、

第
2
-2-(

3) 

                            

２
 
社
会
福
祉
事
業
 

 
 (
１
)運

営
状
況
 

     

い
る
こ
と
。
 

       ２
 
定
款
に
記
載
さ
れ
て

い
な
い
事
業
を
行
っ
て

い
な
い
こ
と
。
（
定
款
の

変
更
を
行
う
必
要
が
な

い
事
業
と
し
て
所
轄
庁

が
認

め
た

事
業

を
除

く
。）

 

 ３
 
公
益
的
取
組
（
公
益
事

業
の
実
施
の
ほ
か
、
低
所

得
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ

ス
利
用
料
の
減
免
等
を

含
む
。
）
が
、
本
来
事
業

で
あ

る
社

会
福

祉
▼
  

事
業
に
支
障
の
な
い
範

囲
に
お
い
て
、
積
極
的
に

実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
望
ま
し
い
こ
と
。
 

 １
 
当
該
法
人
の
事
業
の

う
ち
主
た
る
地
位
を
占

め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 ２
 
社
会
福
祉
事
業
を
行

う
た
め
の
必
要
な
資
金

が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
 

措
置
に
つ
い
て
、
法
人
側
の

方
針
を
確
か
め
た
上
、
そ
の

具
体
的
な
是
正
の
方
法
に

つ
い
て
報
告
を
求
め
る
と

と
も
に
、
廃
止
す
る
場
合
は

定
款
変
更
等
の
手
続
を
行

わ
せ
る
こ
と
。
 

  定
款
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
事
業
を
行
っ
て
い
る

場
合
は
、
そ
の
措
置
に
つ
い

て
法
人
側
の
方
針
を
確
か

め
た
上
、
実
態
に
合
わ
せ
た

定
款
変
更
等
の
手
続
を
行

わ
せ
る
こ
と
。
 

                    

        審
査
基
準
第

1 

定
款
準
則
第

21
条
備
考
一

(種
別

)の
条
第

2
項
(注

) 

     審
査
基
準
第

1 

          審
査
基
準
第

1
-1-(1) 

   法
第

22
条
、
第

26
条
第

2

項
 

審
査
基
準
第

1-1-(4)、
第

2-
2-(2)イ

 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



1
9
 

 

新
 

旧
 

                             

(
２
)
事
務
手
続
 

    

３
 
公
益
事
業
 

 
  
 社

会
福
祉
事
業
の
収

入
を
公
益
事
業
（
関
係
法

令
通
知
に
よ
り
認
め
ら

れ
た
事
業
を
除
く
。
）
又

は
収
益
事
業
の
支
出
に

充
て
て
い
な
い
こ
と
。
 

                  ３
 
関
係
機
関
と
の
連
絡

が
十
 
分
に
な
さ
れ
、
地

域
社
会
と

 
の
協
調
が

図
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 

事
業
の
開
始
、
変
更
及
び

廃
止
等
に
係
る
所
要
の
手

続
が
遅
滞
な
く
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
。
 

  

                                   

審
査
要
領
第

2-
(3
) 

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

に
お
け
る
繰
越
金
等
の
取

扱
い
等
に
つ
い
て
」

(
平
成

12
年

3
月

10
日
老
人
保
健

福
祉
局
長
通
知
) 

「
保
育
所
運
営
費
の
経
理

等
に
つ
い
て
」（

平
成

12
年

3
月

30
日
児
童
家
庭
局
長

通
知
）
 

「
障
害
者
自
立
支
援
法
の

施
行
に
伴
う
移
行
時
特
別

積
立
金
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
」（

平
成

1
8
年

1
0
月

18
日
社
会
・
援
護
局
障
害
保

健
福
祉
部
長
通
知
）
 

「
社
会
福
祉
法
人
が
経
営

す
る
社
会
福
祉
施
設
に
お

け
る
運
営
費
の
運
用
及
び

指
導
に
つ
い
て
」
(
平
成

1
6

年
3
月

1
2
日
社
会
・
援
護

局
長
等
連
名
通
知
）
 

 法
第

4
条
、
第

5
条
 

    法
第

62
条
～
第

6
4
条
、
第

67
条
～
第

69
条
 

    審
査
基
準
第

1
-2-

(
1)
、

                             

(
２
)事

務
手
続
 

    

３
 
公
益
事
業
 

 
   社

会
福
祉
事
業
の
収

入
を
公
益
事
業
（
関
係
法

令
通
知
に
よ
り
認
め
ら

れ
た
事
業
を
除
く
。
）
又

は
収
益
事
業
の
支
出
に

充
て
て
い
な
い
こ
と
。
 

                  ３
 
関
係
機
関
と
の
連
絡

が
十
 
分
に
な
さ
れ
、
地

域
社
会
と

 
の
協
調
が

図
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 

事
業
の
開
始
、
変
更
及
び

廃
止
等
に
係
る
所
要
の
手

続
が
遅
滞
な
く
行
わ
れ
て

い
る
こ
と
。
 

  

                                   

審
査
要
領
第

2
-(3) 

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

に
お
け
る
繰
越
金
等
の
取

扱
い
等
に
つ
い
て
」

(
平
成

12
年

3
月

10
日
老
人
保
健

福
祉
局
長
通
知

) 

「
保
育
所
運
営
費
の
経
理

等
に
つ
い
て
」（

平
成

12
年

3
月

30
日
児
童
家
庭
局
長

通
知
）
 

「
障
害
者
自
立
支
援
法
の

施
行
に
伴
う
移
行
時
特
別

積
立
金
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
」（

平
成

18
年

10
月

18
日
社
会
・
援
護
局
障
害
保

健
福
祉
部
長
通
知
）
 

「
社
会
福
祉
法
人
が
経
営

す
る
社
会
福
祉
施
設
に
お

け
る
運
営
費
の
運
用
及
び

指
導
に
つ
い
て
」
(平

成
1
6

年
3
月

12
日
社
会
・
援
護

局
長
等
連
名
通
知
）
 

  法
第

4
条
、
第

5
条
 

    法
第

62
条
～
第

64
条
、
第

67
条
～
第

69
条
 

    

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



2
0
 

 

新
 

旧
 

 
 
(１

)必
要
性
 

                    
 
(
２

)
剰
余
金
が
出
た

場
合
の
処
分
 

   ４
 
収
益
事
業
 

 
(
１
)必

要
性
 

        

１
 
社
会
福
祉
と
関
係
を

有
し
、
公
益
性
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 ２
 
公
益
事
業
の
経
営
に

よ
り
、
社
会
福
祉
事
業
の

経
営
に
支
障
を
来
し
て

い
な
い
こ
と
。
 

 ３
 
事
業
規
模
が
社
会
福

祉
事
業
に
比
べ
て
過
大

な
も
の
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と
。
 

 ４
 
会
計
が
、
社
会
福
祉
事

業
及
び
収
益
事
業
と
明

確
に
区
分
さ
れ
、
特
別
会

計
と
し
て
経
理
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
 

 

剰
余
金
が
生
じ
た
場
合

は
、
公
益
事
業
又
は
社
会
福

祉
事
業
の
経
営
に
充
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
 

  社
会
福
祉
事
業
又
は
公

益
事
業
（
社
会
福
祉
法
施
行

令
第
４
条
各
号
及
び
平
成

1
4
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

2
83

号
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
。
(３

)に
お
い
て
同
じ
。）

の
経
営
の
財
源
に
充
て
る

た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。
 

                                   

(2)
、
(5
) 

審
査
要
領
第

1-
2 

 法
第

26
条
第

1
項
 

審
査
基
準
第

1-
2-
(
3
) 

   審
査
基
準
第

1-
2-
(
4
) 

    法
第

26
条
第

2
項
 

定
款
準
則
第

1
6
条
 

    審
査
基
準
第

1-
2-
(
6
) 

定
款
準
則
第

2
1
条
備
考
一

(
剰
余
金
が
出
た
場
合
の
処

分
)
の
条
 

  法
第

26
条
第

1
項
 

審
査
基
準
第

1-
3-
(
1
)、

(
3
) 

        

 
 (
１
)必

要
性
 

                    
 (
２

)
剰
余
金
が
出
た

場
合
の
処
分
 

   ４
 
収
益
事
業
 

 
(１

)必
要
性
 

        

１
 
社
会
福
祉
と
関
係
を

有
し
、
公
益
性
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 ２
 
公
益
事
業
の
経
営
に

よ
り
、
社
会
福
祉
事
業
の

経
営
に
支
障
を
来
し
て

い
な
い
こ
と
。
 

 ３
 
事
業
規
模
が
社
会
福

祉
事
業
に
比
べ
て
過
大

な
も
の
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と
。
 

 ４
 
会
計
が
、
社
会
福
祉
事

業
及
び
収
益
事
業
と
明

確
に
区
分
さ
れ
、
特
別
会

計
と
し
て
経
理
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
 

 

剰
余
金
が
生
じ
た
場
合

は
、
公
益
事
業
又
は
社
会
福

祉
事
業
の
経
営
に
充
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
 

  社
会
福
祉
事
業
又
は
公

益
事
業
（
社
会
福
祉
法
施
行

令
第
４
条
各
号
及
び
平
成

1
4
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

2
83

号
に
掲
げ
る
も
の
に
限

る
。
(３

)
に
お
い
て
同
じ
。）

の
経
営
の
財
源
に
充
て
る

た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。
 

                                   

審
査
基
準
第

1
-2-(1)

、

(2)
、
(5) 

審
査
要
領
第

1
-2 

 法
第

26
条
第

1
項
 

審
査
基
準
第

1
-2-(3) 

   審
査
基
準
第

1
-2-(4) 

    法
第

26
条
第

2
項
 

定
款
準
則
第

1
6
条
 

    審
査
基
準
第

1
-2-(6) 

定
款
準
則
第

21
条
備
考
一

(
剰
余
金
が
出
た
場
合
の
処

分
)の

条
 

  法
第

26
条
第

1
項
 

審
査
基
準
第

1
-3-(1)、

(3
) 

       

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



2
1
 

 

新
 

旧
 

  
(
２
)事

業
内
容
 

                          
(
３
)収

益
の
処
分
 

    

Ⅲ
 
管
 
 
理
 

 
 １

 
人
事
管
理
 

 
  
(
１
)任

免
関
係
 

 

１
 
収
益
事
業
の
経
営
に

よ
り
、
社
会
福
祉
事
業
の

経
営
に
支
障
を
来
し
て

い
な
い
こ
と
。
 

 ２
 
事
業
規
模
が
社
会
福

祉
事
業
に
比
べ
て
過
大

な
も
の
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と
。
 

 ３
 
社
会
福
祉
法
人
の
社

会
的
信
用
を
傷
つ
け
る

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
及

び
投
機
的
な
も
の
で
な

い
こ
と
。
 

 ４
 
社
会
福
祉
事
業
用
設

備
の
使
用
又
は
社
会
福

祉
事
業
従
事
職
員
の
兼

務
に
よ
り
、
本
来
の
業
務

に
支
障
を
来
し
て
い
な

い
こ
と
。
 

 ５
 
収
益
事
業
は
、
特
別
会

計
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

  
 収

益
が
社
会
福
祉
事
業

又
は
公
益
事
業
の
経
営
に

充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

    

施
設
長
の
任
免
に
当
た

                                   

審
査
基
準
第

1-
3-
(
4
) 

審
査
要
領
第

1-
3-
(
3
)、

(
4
) 

   審
査
基
準
第

1-
3-
(
5
) 

    審
査
基
準
第

1-
3-
(
2
) 

審
査
要
領
第

1-
3-
(
2
) 

    法
第

26
条
第

1
項
 

審
査
基
準
第

1-
3-
(
4
) 

     法
第

26
条
第

2
項
 

定
款
準
則
第

1
6
条
 

 法
第

26
条
第

1
項
 

審
査
基
準
第

1-
3-
(
3
) 

定
款
準
則
第

2
1
条
備
考
二

（
収
益
の
処
分
）
の
条
 

   審
査
基
準
第

3-
6-
(
4
) 

定
款
準
則
第

1
2
条
第

2
項
 

  
(２

)事
業
内
容
 

                          
(３

)収
益
の
処
分
 

    

Ⅲ
 
管
 
 
理
 

 
 １

 
人
事
管
理
 

 
 
 (１

)
任
免
関
係
 

 

１
 
収
益
事
業
の
経
営
に

よ
り
、
社
会
福
祉
事
業
の

経
営
に
支
障
を
来
し
て

い
な
い
こ
と
。
 

 ２
 
事
業
規
模
が
社
会
福

祉
事
業
に
比
べ
て
過
大

な
も
の
と
な
っ
て
い
な

い
こ
と
。
 

 ３
 
社
会
福
祉
法
人
の
社

会
的
信
用
を
傷
つ
け
る

お
そ
れ
の
あ
る
も
の
及

び
投
機
的
な
も
の
で
な

い
こ
と
。
 

 ４
 
社
会
福
祉
事
業
用
設

備
の
使
用
又
は
社
会
福

祉
事
業
従
事
職
員
の
兼

務
に
よ
り
、
本
来
の
業
務

に
支
障
を
来
し
て
い
な

い
こ
と
。
 

 ５
 
収
益
事
業
は
、
特
別
会

計
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

  
 収

益
が
社
会
福
祉
事
業

又
は
公
益
事
業
の
経
営
に

充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

    

施
設
長
の
任
免
に
当
た

                                   

 審
査
基
準
第

1
-3-(4) 

審
査
要
領
第

1
-3-(1)

、

(3)
、
(4) 

  審
査
基
準
第

1
-3-(5) 

    審
査
基
準
第

1
-3-(2) 

審
査
要
領
第

1
-3-(2) 

    法
第

26
条
第

1
項
 

審
査
基
準
第

1
-3-(4) 

     法
第

26
条
第

2
項
 

定
款
準
則
第

1
6
条
 

 法
第

26
条
第

1
項
 

審
査
基
準
第

1
-3-(3) 

定
款
準
則
第

21
条
備
考
二

（
収
益
の
処
分
）
の
条
 

   審
査
基
準
第

3
-6-(4) 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



2
2
 

 

新
 

旧
 

    
  
(
２
)
職
務
関
係
 

    

２
 
資
産
管
理
 

                          

っ
て
は
、
理
事
会
の
議
決
を

経
て
い
る
こ
と
。
 

 職
員
の
資
質
向
上
を
図

る
た
め
、
職
員
研
修
に
つ
い

て
具
体
的
計
画
が
立
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
 

 

１
 
基
本
財
産
、
運
用
財

産
、
公
益
事
業
用
財
産
及

び
収
益
事
業
用
財
産
は
、

明
確
に
区
分
管
理
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
 

 ２
 
基
本
財
産
（
社
会
福
祉

施
設
を
経
営
す
る
法
人

に
あ
っ
て
は
、
社
会
福
祉

施
設
の
用
に
供
す
る
不

動
産
を
除
く
。
）
の
管
理

運
用
は
、
安
全
、
確
実
な

方
法
、
す
な
わ
ち
元
本
が

確
実
に
回
収
で
き
る
ほ
 

か
、
固
定
資
産
と
し
て
の

常
識
的
な
運
用
益
が
得

ら
れ
、
又
は
利
用
価
値
を

生
じ
る
方
法
で
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
。
 

     ３
 
基
本
財
産
以
外
の
資

産
（
運
用
財
産
、
公
益
事

業
用
財
産
、
収
益
事
業
用

              次
の
よ
う
な
財
産
又
は

方
法
で
管
理
運
用
す
る
こ

と
は
原
則
と
し
て
適
当
で

な
い
。
 

①
 
価
格
変
動
の
激
し
い

財
産
（
株
式
、
株
式
投
資

信
託
、
金
、
外
貨
建
債
権

等
）
 

②
 
客
観
的
評
価
が
困
難

な
財
産
（
美
術
品
、
骨
董

品
等
）
 

③
 
減
価
す
る
財
産
（
建
築
 

物
、
建
造
物
等
減
価
償
却
 

資
産
）
 

④
 
回
収
が
困
難
に
な
る

お
そ
れ
の
あ
る
方
法
（
融

資
）
 

 

運
用
財
産
、
公
益
事
業
用

財
産
、
収
益
事
業
用
財
産
に

つ
い
て
は
、
株
式
投
資
又
は

  法
第

90
条
第

1
項
 

    審
査
基
準
第

2-
2 

定
款
準
則
第

1
3
条
、
同
条

備
考
 

   審
査
基
準
第

2-
3-
(
1
) 

定
款
準
則
第

1
5
条
第

2
項
 

                審
査
基
準
第

2-
3-
(
2
) 

   

    
 
 (２

)
職
務
関
係
 

    

２
 
資
産
管
理
 

                          

っ
て
は
、
理
事
会
の
議
決
を

経
て
い
る
こ
と
。
 

 職
員
の
資
質
向
上
を
図

る
た
め
、
職
員
研
修
に
つ
い

て
具
体
的
計
画
が
立
て
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
 

 

１
 
基
本
財
産
、
運
用
財

産
、
公
益
事
業
用
財
産
及

び
収
益
事
業
用
財
産
は
、

明
確
に
区
分
管
理
さ
れ

て
い
る
こ
と
。
 

 ２
 
基
本
財
産
（
社
会
福
祉

施
設
を
経
営
す
る
法
人

に
あ
っ
て
は
、
社
会
福
祉

施
設
の
用
に
供
す
る
不

動
産
を
除
く
。
）
の
管
理

運
用
は
、
安
全
、
確
実
な

方
法
、
す
な
わ
ち
元
本
が

確
実
に
回
収
で
き
る
ほ
 

か
、
固
定
資
産
と
し
て
の

常
識
的
な
運
用
益
が
得

ら
れ
、
又
は
利
用
価
値
を

生
じ
る
方
法
で
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
。
 

     ３
 
基
本
財
産
以
外
の
資

産
（
運
用
財
産
、
公
益
事

業
用
財
産
、
収
益
事
業
用

              次
の
よ
う
な
財
産
又
は

方
法
で
管
理
運
用
す
る
こ

と
は
原
則
と
し
て
適
当
で

な
い
。
 

①
 
価
格
変
動
の
激
し
い

財
産
（
株
式
、
株
式
投
資

信
託
、
金
、
外
貨
建
債
権

等
）
 

②
 
客
観
的
評
価
が
困
難

な
財
産
（
美
術
品
、
骨
董

品
等
）
 

③
 
減
価
す
る
財
産
（
建
築
 

物
、
建
造
物
等
減
価
償
却
 

資
産
）
 

④
 
回
収
が
困
難
に
な
る

お
そ
れ
の
あ
る
方
法
（
融

資
）
 

 

運
用
財
産
、
公
益
事
業
用

財
産
、
収
益
事
業
用
財
産
に

つ
い
て
は
、
株
式
投
資
又
は

定
款
準
則
第

1
2
条
第

2
項
 

  法
第

90
条
第

1
項
 

    審
査
基
準
第

2
-2 

定
款
準
則
第

13
条
、
同
条

備
考
 

   審
査
基
準
第

2
-3-(1) 

定
款
準
則
第

1
5
条
第

2
項
 

                審
査
基
準
第

2
-3-(2) 

  

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



2
3
 

 

新
 

旧
 

                                   

財
産
）
の
管
理
運
用
に
あ

た
っ
て
も
、
安
全
、
確
実

な
方
法
で
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ

と
。
 

    ４
 
株
式
の
保
有
は
原
則

と
し
て
右
の
場
合
に
限

ら
れ
る
こ
と
。
 

                       

株
式
を
含
む
投
資
信
託
等

に
よ
る
管
理
運
用
も
認
め

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
子
会
社

の
保
有
の
た
め
の
株
式
の

保
有
等
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
株
式
の
取
得
は
公
開

市
場
を
通
し
て
の
も
の
等

に
限
る
。
 

 

①
 
基
本
財
産
以
外
の
資

産
の
運
用
管
理
の
場
合
。

た
だ
し
、
あ
く
ま
で
管
理

運
用
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
す
る
た
め
、
上
場
株

や
店
頭
公
開
株
の
よ
う

に
、
証
券
会
社
の
通
常
の

取
引
を
通
じ
て
取
得
で

き
る
も
の
に
限
る
。
 

②
 
社
会
福
祉
法
人
に
お

い
て
、
基
本
財
産
と
し
て

寄
付
さ
れ
た
場
合
。
こ
れ

は
設
立
時
に
限
ら
ず
、
設

立
後
に
寄
付
さ
れ
た
も

の
も
含
む
。
 

③
 
上
記
①
及
び
②
の
場

合
は
株
式
の
保
有
が
認

め
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合

で
も
、
当
該
社
会
福
祉
法

人
が
当
該
営
利
企
業
を

実
質
的
に
支
配
す
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
、
そ
の

保
有
の
割
合
は
、
2
分
の

１
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。
 

④
 
基
本
財
産
と
し
て
株

        審
査
要
領
第

2-
(8
)～

(
1
0
) 

                          

                                   

財
産
）
の
管
理
運
用
に
あ

た
っ
て
も
、
安
全
、
確
実

な
方
法
で
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ

と
。
 

    ４
 
株
式
の
保
有
は
原
則

と
し
て
右
の
場
合
に
限

ら
れ
る
こ
と
。
 

                       

株
式
を
含
む
投
資
信
託
等

に
よ
る
管
理
運
用
も
認
め

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
子
会
社

の
保
有
の
た
め
の
株
式
の

保
有
等
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
株
式
の
取
得
は
公
開

市
場
を
通
し
て
の
も
の
等

に
限
る
。
 

 

①
 
基
本
財
産
以
外
の
資

産
の
運
用
管
理
の
場
合
。

た
だ
し
、
あ
く
ま
で
管
理

運
用
で
あ
る
こ
と
を
明

確
に
す
る
た
め
、
上
場
株

や
店
頭
公
開
株
の
よ
う

に
、
証
券
会
社
の
通
常
の

取
引
を
通
じ
て
取
得
で

き
る
も
の
に
限
る
。
 

②
 
社
会
福
祉
法
人
に
お

い
て
、
基
本
財
産
と
し
て

寄
付
さ
れ
た
場
合
。
こ
れ

は
設
立
時
に
限
ら
ず
、
設

立
後
に
寄
付
さ
れ
た
も

の
も
含
む
。
 

③
 
上
記
①
及
び
②
の
場

合
は
株
式
の
保
有
が
認

め
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合

で
も
、
当
該
社
会
福
祉
法

人
が
当
該
営
利
企
業
を

実
質
的
に
支
配
す
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
、
そ
の

保
有
の
割
合
は
、
2
分
の

１
を
超
え
て
は
な
ら
な

い
。
 

④
 
基
本
財
産
と
し
て
株

         審
査
要
領
第

2
-(8)～

(10) 

                         

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



2
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新
 

旧
 

                                   

             ５
 
株
式
の
保
有
が
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

株
式
保
有
等
を
行
っ
て

い
る
場
合
（
全
株
式
の

2
0
％
以
上
を
保
有
し
て

い
る
場
合
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
は
、
法
第

59
条

の
規
定
に
よ
る
現
況
報

告
書
と
合
わ
せ
て
、
当
該

営
利
企
業
の
概
要
と
し

て
、
事
業
年
度
末
現
在
の

右
に
定
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類
を
提
出
し
 

て
い
る
こ
と
。
 

    ６
 
法
人
の
財
産
（
基
本
財

産
、
基
本
財
産
以
外
の
財

産
双
方
）
に
つ
い
て
は
、

価
値
の
変
動
の
激
し
い

式
が
寄
付
さ
れ
る
場
合

に
は
、
社
会
福
祉
法
人
と

し
て
の
適
切
な
活
動
等

の
た
め
、
所
轄
庁
に
お
い

て
は
、
寄
付
を
受
け
た
社

会
福
祉
法
人
の
理
事
と

当
該
営
利
企
業
の
関
係

者
と
の
関
係
、
基
本
財
産

の
構
成
、
株
式
等
の
寄
付

の
目
的
に
つ
い
て
十
分

注
意
し
、
必
要
な
指
導
等

を
行
う
こ
と
。
 

 ①
 
名
称
 

②
 
事
務
所
の
所
在
地
 

③
 
資
本
金
等
 

④
 
事
業
内
容
 

⑤
 
役
員
の
数
及
び
代
表

者
の
氏
名
 

⑥
 
従
業
員
の
数
 

⑦
 
当
該
社
会
福
祉
法
人

が
保
有
す
る
株
式
等
の

数
及
び
全
株
式
等
に
占

め
る
割
合
 

⑧
 
保
有
す
る
理
由
 

⑨
 
当
該
株
式
等
の
入
手

日
 

⑩
 
当
該
社
会
福
祉
法
人

と
当
該
営
利
企
業
と
の

関
係
（
人
事
、
取
引
等
）
 

     

            審
査
要
領
第

2-
(1
1
) 

                 審
査
基
準
第

2-
3-
(
3
) 

    

                                   

             ５
 
株
式
の
保
有
が
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、

株
式
保
有
等
を
行
っ
て

い
る
場
合
（
全
株
式
の

20
％
以
上
を
保
有
し
て

い
る
場
合
に
限
る
。
）
に

つ
い
て
は
、
法
第

59
条

の
規
定
に
よ
る
現
況
報

告
書
と
合
わ
せ
て
、
当
該

営
利
企
業
の
概
要
と
し

て
、
事
業
年
度
末
現
在
の

右
に
定
め
る
事
項
を
記

載
し
た
書
類
を
提
出
し
 

て
い
る
こ
と
。
 

    ６
 
法
人
の
財
産
（
基
本
財

産
、
基
本
財
産
以
外
の
財

産
双
方
）
に
つ
い
て
は
、

価
値
の
変
動
の
激
し
い

式
が
寄
付
さ
れ
る
場
合

に
は
、
社
会
福
祉
法
人
と

し
て
の
適
切
な
活
動
等

の
た
め
、
所
轄
庁
に
お
い

て
は
、
寄
付
を
受
け
た
社

会
福
祉
法
人
の
理
事
と

当
該
営
利
企
業
の
関
係

者
と
の
関
係
、
基
本
財
産

の
構
成
、
株
式
等
の
寄
付

の
目
的
に
つ
い
て
十
分

注
意
し
、
必
要
な
指
導
等

を
行
う
こ
と
。
 

 ①
 
名
称
 

②
 
事
務
所
の
所
在
地
 

③
 
資
本
金
等
 

④
 
事
業
内
容
 

⑤
 
役
員
の
数
及
び
代
表

者
の
氏
名
 

⑥
 
従
業
員
の
数
 

⑦
 
当
該
社
会
福
祉
法
人

が
保
有
す
る
株
式
等
の

数
及
び
全
株
式
等
に
占

め
る
割
合
 

⑧
 
保
有
す
る
理
由
 

⑨
 
当
該
株
式
等
の
入
手

日
 

⑩
 
当
該
社
会
福
祉
法
人

と
当
該
営
利
企
業
と
の

関
係
（
人
事
、
取
引
等
）
 

     

             審
査
要
領
第

2
-(11) 

                 審
査
基
準
第

2
-3-(3) 

   

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



2
5
 

 

新
 

旧
 

                                   

財
産
、
客
観
的
評
価
が
困

難
な
財
産
等
価
値
の
不

安
定
な
財
産
又
は
過
大

な
負
担
付
財
産
が
財
産

の
相
当
部
分
を
占
め
な

い
よ
う
に
さ
れ
て
い
る

こ
と
。
 

 ７
 
法
人
の
所
有
す
る
社

会
福
祉
事
業
の
用
に
供

す
る
不
動
産
は
、
す
べ
て

基
本
財
産
と
し
て
定
款

に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
ま
た
、
当
該
不
動
 

産
の
所
有
権
に
つ
い
て

登
記
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
。
 

 ８
 
基
本
財
産
を
、

(
所
轄

庁
)
の
承
認
を
得
ず
に
、

処
分
し
、
貸
与
し
又
は
担

保
に
供
し
て
い
な
い
こ

と
（
独
立
行
 
政
法
人
福

祉
医
療
機
構
に
担
保
を

供
す
る
場
合
及
び
独
立
 

行
政
法
人
福
祉
医
療
機

構
と
の
協
調
融
資
に
係

る
場
合
を
除
く
。
）。

 

 ９
 
社
会
福
祉
事
業
の
経

営
上
必
要
な
運
用
財
産

は
、
適
正
に
管
理
さ
れ
、

処
分
が
み
だ
り
に
行
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
。
 

 

         
基
本
財
産
と
す
べ
き
不

動
産
と
は
、
社
会
福
祉
施
設

の
最
低
基
準
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
設
備
を
含
む
建
物

並
び
に
そ
の
建
物
の
敷
地

及
び
社
会
福
祉
施
設
の
最

低
基
準
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
設
備
の
敷
地
を
い
う
こ

と
。
 

 

 
所
定
の
手
続
を
経
ず

に
、
処
分
、
貸
与
し
又
は
担

保
に
供
し
て
い
る
基
本
財

産
が
な
い
こ
と
が
登
記
簿

謄
本
に
よ
り
確
認
さ
れ
る

こ
と
。
 

           

       審
査
基
準
第

2-
2-
(
1
)イ

 

         審
査
基
準
第

2
-2-(

1
)ア

、

第
5
-(1) 

定
款
準
則
第

1
4
条
 

審
査
要
領
第

2-
(5
) 

       審
査
基
準
第

2-
2-
(
2
)イ

 

     審
査
基
準
第

2-
1-
(
1
) 

                                   

財
産
、
客
観
的
評
価
が
困

難
な
財
産
等
価
値
の
不

安
定
な
財
産
又
は
過
大

な
負
担
付
財
産
が
財
産

の
相
当
部
分
を
占
め
な

い
よ
う
に
さ
れ
て
い
る

こ
と
。
 

 ７
 
法
人
の
所
有
す
る
社

会
福
祉
事
業
の
用
に
供

す
る
不
動
産
は
、
す
べ
て

基
本
財
産
と
し
て
定
款

に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
ま
た
、
当
該
不
動
 

産
の
所
有
権
に
つ
い
て

登
記
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
。
 

 ８
 
基
本
財
産
を
、

(
所
轄

庁
)
の
承
認
を
得
ず
に
、

処
分
し
、
貸
与
し
又
は
担

保
に
供
し
て
い
な
い
こ

と
（
独
立
行
 
政
法
人
福

祉
医
療
機
構
に
担
保
を

供
す
る
場
合
及
び
独
立
 

行
政
法
人
福
祉
医
療
機

構
と
の
協
調
融
資
に
係

る
場
合
を
除
く
。）。

 

 ９
 
社
会
福
祉
事
業
の
経

営
上
必
要
な
運
用
財
産

は
、
適
正
に
管
理
さ
れ
、

処
分
が
み
だ
り
に
行
わ

れ
て
い
な
い
こ
と
。
 

 

         
基
本
財
産
と
す
べ
き
不

動
産
と
は
、
社
会
福
祉
施
設

の
最
低
基
準
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
設
備
を
含
む
建
物

並
び
に
そ
の
建
物
の
敷
地

及
び
社
会
福
祉
施
設
の
最

低
基
準
に
よ
り
定
め
ら
れ

た
設
備
の
敷
地
を
い
う
こ

と
。
 

 

 所
定
の
手
続
を
経
ず

に
、
処
分
、
貸
与
し
又
は
担

保
に
供
し
て
い
る
基
本
財

産
が
な
い
こ
と
が
登
記
簿

謄
本
に
よ
り
確
認
さ
れ
る

こ
と
。
 

           

        審
査
基
準
第

2
-2-(1)イ

 

         審
査
基
準
第

2-2-(1)ア
、

第
5-(1) 

定
款
準
則
第

1
4
条
 

審
査
要
領
第

2
-(5) 

       審
査
基
準
第

2
-2-(2)イ

 

     

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



2
6
 

 

新
 

旧
 

                ３
 
会
計
管
理
 

 
(
１
)予

 
算
 

            
(
２
)会

計
処
理
 

     

1
0
 
不
動
産
を
国
又
は
地

方
公
共
団
体
か
ら
借
用

し
て
い
る
場
合
は
、
国
又

は
地
方
公
共
団
体
の
使

用
許
可
等
を
受
け
て
い

る
こ
と
。
 

 1
1
 
不
動
産
を
国
又
は
地

方
公
共
団
体
以
外
の
者

か
ら
借
用
し
て
い
る
場

合
は
、
そ
の
事
業
の
存
続

に
必
要
な
期
間
の
利
用

権
を
設
定
し
、
か
つ
、
登

記
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
 

  １
 
予
算
は
、
定
款
の
定
め

に
従
い
適
正
に
編
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
 

 ２
 
予
算
が
適
正
に
執
行

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 
  
 な

お
、
予
算
の
執
行
に

当
た
っ
て
、
変
更
を
加
え

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

理
事
会
の
同
意
を
得
て

い
る
こ
と
。
 

 １
 
経
理
規
程
を
制
定
し

て
い
る
こ
と
。
 

    

                                   

      審
査
基
準
第

2-
1-
(
1
) 

         

定
款
準
則
第

1
2
条
備
考

一
(
評
議
員
会
の
権
限

)
の

条
、
第

1
7
条
 

 定
款
準
則
第

1
2
条
備
考

一
(
評
議
員
会
の
権
限

)
の

条
、
第

2
1
条
 

     定
款
準
則
第

2
0
条
 

新
会
計
基
準

(
課
長
通

知
)
1-(4

) 

旧
会
計
基
準

(
局
長
通

知
)
3-(1

)、
4
-(
1) 

 

「
社
会
福
祉
法
人
に
お
け

                ３
 
会
計
管
理
 

 
(１

)予
 
算
 

            
(２

)会
計
処
理
 

     

1
0
 
不
動
産
を
国
又
は
地

方
公
共
団
体
か
ら
借
用

し
て
い
る
場
合
は
、
国
又

は
地
方
公
共
団
体
の
使

用
許
可
等
を
受
け
て
い

る
こ
と
。
 

 1
1
 
不
動
産
を
国
又
は
地

方
公
共
団
体
以
外
の
者

か
ら
借
用
し
て
い
る
場

合
は
、
そ
の
事
業
の
存
続

に
必
要
な
期
間
の
利
用

権
を
設
定
し
、
か
つ
、
登

記
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
。
 

  １
 
予
算
は
、
定
款
の
定
め

に
従
い
適
正
に
編
成
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
 

 ２
 
予
算
が
適
正
に
執
行

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 
   な

お
、
予
算
の
執
行
に

当
た
っ
て
、
変
更
を
加
え

る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

理
事
会
の
同
意
を
得
て

い
る
こ
と
。
 

 １
 
経
理
規
程
を
制
定
し

て
い
る
こ
と
。
 

    

                                   

審
査
基
準
第

2
-1-(1) 

      審
査
基
準
第

2
-1-(1) 

         

定
款
準
則
第

12
条
備
考

一
(
評
議
員
会
の
権
限

)
の

条
、
第

17
条
 

 定
款
準
則
第

12
条
備
考

一
(
評
議
員
会
の
権
限

)
の

条
、
第

21
条
 

     定
款
準
則
第

20
条
 

新
会
計
基
準

(
課
長
通

知
)1-(4) 

旧
会
計
基
準

(
局
長
通

知
)3-(1)、

4-(1) 

 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



2
7
 

 

新
 

旧
 

                           
(
３
)債

権
債
務
の
状
況
 

        

              ２
 
会
計
責
任
者
が
置
か

れ
て
い
る
こ
と
。
 

 
  
 な

お
、
会
計
責
任
者
と

出
納
職
員
の
兼
務
は
避

け
、
内
部
け
ん
制
組
織
が

確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 ３
 
現
金
保
管
に
つ
い
て

は
保
管
責
任
が
明
確
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

  １
 
借
入
金
は
、
理
事
会
の

議
決

(
及
び
評
議
員
会
の

意
見
の
聴
取

)
を
経
て
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、
借
入
金
が
、
事

業
運
営
上
の
必
要
に
よ

り
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。
 

 

                                   

る
入
札
契
約
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（

平
成

1
2
年

2

月
17

日
社
会
・
援
護
局
企

画
課
長
等
連
名
通
知
）
 

「
「
社
会
福
祉
法
人
会
計
基

準
」
及
び
「
指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
等
会
計
処
理
等

取
扱
指
導
指
針
」
等
の
当
面

の
運
用
に
つ
い
て
」

(
平
成

12
年

12
月

1
9
日
社
会
・
援

護
局
施
設
人
材
課
長
等
連

名
通
知
) 

 新
会
計
基
準

(
課
長
通
知

)
1

－
(
1)、

1-(2
) 

旧
会

計
基

準
(
課

長
通

知
)
1-(1

) 

   新
会

計
基

準
(
課

長
通

知
)
1-(1

) 

旧
会

計
基

準
(
課

長
通

知
)
1-(1

) 

 定
款
準
則
第

1
2
条
備
考
一

(評
議
員
会
の
権
限
)
の
条
、

第
1
7
条
、
第

2
1
条
 

      審
査
要
領
第

2-
(1
)、

(
2
) 

                           
(３

)債
権
債
務
の
状
況
 

        

              ２
 
会
計
責
任
者
が
置
か

れ
て
い
る
こ
と
。
 

 
   な

お
、
会
計
責
任
者
と

出
納
職
員
の
兼
務
は
避

け
、
内
部
け
ん
制
組
織
が

確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 ３
 
現
金
保
管
に
つ
い
て

は
保
管
責
任
が
明
確
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

  １
 
借
入
金
は
、
理
事
会
の

議
決

(
及
び
評
議
員
会
の

意
見
の
聴
取

)
を
経
て
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、
借
入
金
が
、
事

業
運
営
上
の
必
要
に
よ

り
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
。
 

 

                                   

「
社
会
福
祉
法
人
に
お
け

る
入
札
契
約
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て
」（

平
成

12
年

2

月
17

日
社
会
・
援
護
局
企

画
課
長
等
連
名
通
知
）
 

「
「
社
会
福
祉
法
人
会
計
基

準
」
及
び
「
指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
等
会
計
処
理
等

取
扱
指
導
指
針
」
等
の
当
面

の
運
用
に
つ
い
て
」

(
平
成

12
年

12
月

19
日
社
会
・
援

護
局
施
設
人
材
課
長
等
連

名
通
知
) 

 新
会
計
基
準

(
課
長
通
知

)
1

－
(1)、

1-(2) 

旧
会

計
基

準
(
課

長
通

知
)1-(1) 

   新
会

計
基

準
(
課

長
通

知
)1-(1) 

旧
会

計
基

準
(
課

長
通

知
)1-(1) 

 定
款
準
則
第

12
条
備
考
一

(評
議
員
会
の
権
限

)の
条
、

第
17
条
、
第

21
条
 

      

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



2
8
 

 

新
 

旧
 

          
(
４

)
決
算
及
び
財
務
諸

表
 

              
(
５
)そ

の
他
 

          

２
 
借
入
金
の
償
還
財
源

に
寄
附
金
が
予
定
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
法
人
と

寄
附
予
定
者
と
の
間
で

書
面
に
よ
る
贈
与
契
約

が
締
結
さ
れ
て
お
り
、
 

そ
の
寄
附
が
遅
滞
な
く

履
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 １
 
決
算
手
続
は
定
款
の

定
め
に
従
い
適
正
に
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

    ２
 
財
産
目
録
、
貸
借
対
照

表
及
び
収
支
計
算
書
が

整
備
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
 

            １
 
社
会
福
祉
施
設
の
利

用
者
又
は
利
用
者
の
家

族
等
に
寄
附
金
を
強
要

                                   

        定
款
準
則
第

1
2
条
備
考
一

(評
議
員
会
の
権
限
)
の
条
、

第
1
8
条
第

1
項
、
第

3
項
 

新
会
計
基
準

(
課
長
通
知

)
3

旧
会

計
基

準
(
課

長
通

知
)
1-(3

) 

 法
第

4
4
条
第

2
項
、
第

4

項
 

定
款
準
則
第

1
8
条
第

1
項
、

第
2
項
 

新
会
計
基
準
(
課
長
通
知

)
3 

旧
会

計
基

準
(
課

長
通

知
)
1-(3

) 

         指
導

監
督

徹
底

通
知

5-(
4)-エ

 

  

          
(
４

)
決
算
及
び
財
務
諸

表
 

              
(５

)そ
の
他
 

          

２
 
借
入
金
の
償
還
財
源

に
寄
附
金
が
予
定
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
法
人
と

寄
附
予
定
者
と
の
間
で

書
面
に
よ
る
贈
与
契
約

が
締
結
さ
れ
て
お
り
、
 

そ
の
寄
附
が
遅
滞
な
く

履
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 １
 
決
算
手
続
は
定
款
の

定
め
に
従
い
適
正
に
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

    ２
 
財
産
目
録
、
貸
借
対
照

表
及
び
収
支
計
算
書
が

整
備
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
 

    １
 
寄
附
金
を
募
集
す
る

際
に
は
、
関
係
法
令
の
定

め
に
従
い
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
。
ま
た
、
寄
附
金

が
募
集
の
際
の
使
途
に

即
し

て
使

用
さ

れ
て
 

い
る
こ
と
。
 

 ２
 
社
会
福
祉
施
設
の
利

用
者
又
は
利
用
者
の
家

族
等
に
寄
附
金
を
強
要

                                   

審
査
要
領
第

2
-(1)、

(2) 

        定
款
準
則
第

12
条
備
考
一

(評
議
員
会
の
権
限

)の
条
、

第
18
条
 

新
会
計
基
準

(
課
長
通
知

)
3

旧
会

計
基

準
(
課

長
通

知
)1-(3) 

 法
第

44
条
第

2
項
、
第

4

項
 

審
査
基
準
第

3
-5-(2) 

定
款
準
則
第

1
8
条
 

新
会
計
基
準
(課

長
通
知
)3 

旧
会

計
基

準
(
課

長
通

知
)1-(3) 

 法
第

73
条
、
第

120
条
 

施
行
規
則
第

1
4
条
 

      指
導

監
督

徹
底

通
知

5-
(4)-エ

 

 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



2
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新
 

旧
 

         ４
 
そ
の
他
 

し
て
い
な
い
こ
と
。
 

 ２
 
社
会
福
祉
施
設
の
利

用
者
か
ら
預
か
っ
て
い

る
金
銭
は
別
会
計
で
経

理
さ
れ
て
い
る
と
と
も

に
適
正
に
管
理
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
 

 １
 
法
人
が
提
供
す
る
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
法

人
の
財
務
状
況
等
に
つ

い
て
関
係
者
に
対
す
る

情
報
提
供
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

      ２
 
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
評
価
を
行
い
、
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
向
上
を
図
る

た
め
の
措
置
を
講
じ
て

い
る
こ
と
。
 

 ３
 
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関

す
る
苦
情
解
決
の
仕
組

み
へ
の
取
組
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
。
 

 ４
 
当
該
法
人
が
登
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
に
つ
い
て
登
記
が
な

         法
人
の
業
務
及
び
財
務

等
に
関
す
る
情
報
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
す
る

な
ど
に
よ
り
自
主
的
に
公

表
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
こ
と
。
 

ま
た
、
法
人
の
理
事
及
び

評
議
員
の
氏
名
、
役
職
等
の

情
報
も
同
様
の
方
法
で
公

表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
。
 

 新
会

計
基

準
(
課

長
通

知
)
1-(3

) 

指
導

監
督

徹
底

通
知

5-(
4)-エ

 

   法
第

44
条
第

4
項
、
第

7
5

条
（
第

2
項
を
除
く
）
～
第

77
条
、
第

79
条
 

審
査
基
準
第

3-
5-
(
2
) 

定
款
準
則
第

1
8
条
第

2
項
 

       法
第

78
条
第

1
項
 

     法
第

82
条
 

    組
合
等
登
記
令
(昭

和
3
9
年

政
令
第

2
9
号
）
 

審
査
基
準
第

2-
1-
(
1
) 

 

         ４
 
そ
の
他
 

し
て
い
な
い
こ
と
。
 

 ３
 
社
会
福
祉
施
設
の
利

用
者
か
ら
預
か
っ
て
い

る
金
銭
は
別
会
計
で
経

理
さ
れ
て
い
る
と
と
も

に
適
正
に
管
理
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
 

 １
 
法
人
が
提
供
す
る
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
、
法

人
の
財
務
状
況
等
に
つ

い
て
関
係
者
に
対
す
る

情
報
提
供
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

      ２
 
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
評
価
を
行
い
、
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
向
上
を
図
る

た
め
の
措
置
を
講
じ
て

い
る
こ
と
。
 

 ３
 
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関

す
る
苦
情
解
決
の
仕
組

み
へ
の
取
組
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
。
 

 ４
 
当
該
法
人
が
登
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

項
に
つ
い
て
登
記
が
な

         法
人
の
業
務
及
び
財
務

等
に
関
す
る
情
報
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活
用
す
る

な
ど
に
よ
り
自
主
的
に
公

表
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
こ
と
。
 

ま
た
、
法
人
の
理
事
及
び

評
議
員
の
氏
名
、
役
職
等
の

情
報
も
同
様
の
方
法
で
公

表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
。
 

  会
計

基
準

(
課

長
通

知
)1-(6) 

指
導

監
督

徹
底

通
知

5-
(4)-エ

 

   法
第

44
条
第

4
項
、
第

7
5

条
～
第

77
条
、
第

79
条
 

審
査
基
準
第

3
-5-(2) 

定
款
準
則
第

1
8
条
第

2
項
 

        法
第

78
条
第

1
項
 

     法
第

82
条
 

    組
合
等
登
記
令

(昭
和

39
年

政
令
第

29
号
）
 

審
査
基
準
第

2
-1-(1) 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 



3
0
 

 

新
 

旧
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
  
 
    

 
 
  
  
  
   

        
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

              
     

         

   

 

社
会
福
祉
法
人
指
導
監
査
要
綱
の
制
定
に
つ
い
て
（
局
長
通
知
）

 


